


　財団法人

港北ニュータウン生活対策協会から
　　　  特定非営利活動法人

港北ニュータウン記念協会へ

特定非営利活動法人

港北ニュータウン記念協会





1

はじめに

はじめに

　本書は、下「記」の三者が「乱開発防止」、「都市農業の発展」、「市民参加のまちづくり」
を理念に進めた「港北ニュータウン土地区画整理事業 ( ＊１)」の過程で、　横浜市　
により「財団法人港北ニュータウン生活対策協会 ( ＊２)」が設立され、活動、解散した。
同市の同財団解散方針に反対した地元が主体となり「特定非営利活動法人港北ニュー
タウン記念協会 ( ＊３)」を設立し、同財団の資産とまちづくり推進事業を継承し、
２０年余が経過した。その経緯を財団の会議録その他資料と著者の覚え書き等によ
りまとめた。
    

「記」
　・横浜市 ( ＊４)：　   港北ニュータウンまちづくりの全体計画、基礎理念を立案
　・港北ＮＴ事業区域内の地権者 ( ＊５)：  　　  土地を提供し、まちづくりを推進
　・日本住宅公団 ( ＊６) ： 港北ＮＴ事業の基本方針の立案、造成の設計・工事を施行

凡例
＊１　港北ニュータウン土地区画整理事業 ：　　港北ＮＴ事業 と表記
＊２　財団法人港北ニュータウン生活対策協会 ：( 財 ) 生活対策協会、生対協、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団と表記
＊３　特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会 ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 特 ) 記念協会、当協会と表記
＊４　横浜市： 　　　　　　　　　　　　　　　 横浜市、市と表記              
＊５　港北ＮＴ事業区域内の地権者：　　　　　 地権者、地元住民 と表記
＊６　日本住宅公団 ：　　　　　　　　　　　　 公団と表記
　　　公団は組織・名称、事業内容変更を変えているが、港北ＮＴ事業関連を引き

継いでいるので当初の日本住宅公団を使用。
　　　 ・日本住宅公団 　　 　  １９５５年(昭和３０年)７月設立(住宅・宅地の供給)
　　　・住宅・都市整備公団   １９８１年 ( 昭和５６年 ) １０月設立
　　　・都市整備公団　   　    １９９９年 ( 平成１１年 ) １０月改組
　　　 ・都市再生機構　   　    ２００４年 ( 平成１６年 ) ７月設立。
その他凡例
＊港北ニュータウン ：  　　　　　　　　　　　   港北ＮＴ と表記
＊公団の用地先買いに協力した地権者 ：　　　　用地先買協力者、地元と表記
＊横浜市都市計画局港北ニュータウン担当課 ：　市ＮＴ担当と表記
＊財団の建物 ( 施設 ) ／＊当協会の建物 ( 施設 )：まちづくり館と表記
　　　注　資料によって上記凡例の表記とは異なる。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

１　設立の概略

　公団は、港北ＮＴ事業を施工する条件として、地権者としても同事業に参加する
ため事業区域内にあらかじめ相当量の土地の先買いをする土地区画整理事業方式を
採用した。
　公団がこの方式を採用したのは、この先買いした土地の換地と保留地を住宅地や､
まちの核となる区役所、学校、保育所、郵便局等の公共的施設や病院、店舗､ 銀行
等の商業施設用地とし、これらの施設を誘導 ･ 整備し、既成市街地から離れた所に
計画的なまちづくりをし易くする為であった。
　横浜市としても乱開発を阻止し、計画的まちづくりを進められるこの方式を推進
した。特に昭和４０年代から５０年代にかけて人口急増に直面していた横浜市は乱
開発の防止、公共施設整備が重要課題であった ( ＊１）。
　公団は区画整理区域用地の４０％をこの先買い方式、いわゆる先行買収として提
案し、何とか地権者の協力を得て１９６９( 昭４４) 年にほぼ目的を達成し事業に着
手した ( ＊２，＊３)。
　しかし、事業が遅延した。用地先買協力者にとっては生活設計が崩れ、受け入れ
ることの出来ない問題であった。また、特に開発に消極的な人々を説得し事業を推
進してきた人たちは窮地に陥った。ここから用地先買協力者の生活補償対策活動が
始まり、その活動成果として ( 財 ) 生活対策協会が設立された ( ＊４)。

　第１章　資料１　P43　「( 財 ) 生活対策協会の生い立ち」　金子三千男氏著書抜粋。
　　その他資料
　　＊１　「明るく住み良いまちづくり 港北ニュータウン施設計画」
　　　　横浜市都市計画局発行  
　　＊２　「港北ニュータウン四半世紀の都市づくりの記録」回顧と展望
　　　　第１章港北ニュータウン建設の芽生え　５用地取得の推進　
　　　　住宅都市整備公団港北開発局刊行
　　＊３　「港北ニュータウン物語」第１章用地買収の攻防　徳江義治氏著
　　＊４　「港北ニュータウンと共に３３年 私の覚書」、
　　　　　「港北ニュータウン回想　裏の部分をボケる前に記憶をたどって記して
　　　　 　 おく」金子三千男氏著　 地権者から見た港北ＮＴ事業の全貌が書かれ
　　　　　  ており、これも是非一読されたい。著者は港北ＮＴ事業に早くから参加
　　　　　  し、若手リーダーとして活動した方です。
　　
　　＊１～＊４  ( 特 ) 記念協会ホームページ参照
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２　設立の経緯

１９６７( 昭和４２) 年６月１７日　飛鳥田市長挨拶
当日の挨拶は全て原稿どおりか不明です。総会の開催状況は徳江義治著「港
北ニュータウン物語」の [ 第１回港北ニュータウン開発促進協議会総会 ] の項
を参照　( 特 ) 記念協会ホームページ。

 ←
この「促進」を「対策」に
訂正したのは総会の席上で
地権者から異議が出された
ためである。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

市長挨拶原稿
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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　都筑区の今を見て、終わり３行の言葉に感無量です。５７年前です。
しかし、この今昔を知る人は、現在ほとんどいないと思います。
挨拶の日　１９６７( 昭和４２) 年６月１７日
現在　　　２０２４( 令和６) 年９月５日、本書執筆中

「開発前後の地形」
　( 特 ) 記念協会のホームページ
　「事業の概要」の「昭和４０年代の地形データー」を参照。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

１９６８( 昭和４３) 年７月　港北ニュータウン建設の理論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛鳥田横浜市長に聞く  購読誌の抜粋

 活字が小さく、元資料の状態が不良で読みにくいがご容赦ください。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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１９６８( 昭和４３) 年８月　苦悩する住民参加の都市計画   　購読誌抜粋
第三者の眼で港北ＮＴ事業着手前の状況を分析しています。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

＊最終ページ右下の「買収価格」については「港北ニュータウン物語 第１章用地買
収の攻防」徳江義治 山本光雄著　を参照　( 特 ) 記念協会ホームページ参照
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１９７５( 昭和５１) 年１月２０日
中川地区３６０名　工事遅延抗議集会　港商業高校体育館

１９７５( 昭和５１) 年４月１３日　抗議運動の一時中止
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

１９７９( 昭和５４) 年６月　中川地区互助会先行設立  
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１９７９( 昭和５４) 年９月
港北ニュータウン互助会 ( 都田／新田／山内地区 ) 設立

１９７９( 昭和５４) 年１２月３日　港北ニュータウン生活対策協会事務所
横浜市港北区勝田町７６０番地
横浜市都市整備局港北ニュータウン建設事務所内
　当時のものと思われる建物が都筑区勝田町７６０にある。
　下記写真、道路の白い自動車右側の建物　２０１７年１月現在

１９７９( 昭和５４) 年１２月　
港北ニュータウン生活対策協会設立 ( ２互助会は存続 )
( 公益法人ではない )

港北ニュータウン生活対策協会規則  第３条　目的　
本会は「港北ニュータウン中川地区互助会」及び「港北ニュータウン互助会」
の行う生活再建対策事業を助成し、もって、用地買収協力者の円滑な生活
転換に寄与すると共に、地域振興に資することを目的とする。

１９８１( 昭和５６) 年１月２３日　　横浜市長と公団総裁の覚書　
主たる内容

公団は、港北ニュータウン建設事業の円滑な推進を図るために実施する用地買収
協力者等の生活再建対策事業及び地域振興事業 ( 以下「生活再建対策事業等」とい
う。) について負担をする。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

( 生活再建対策事業等 )
第１条　生活再建対策事業等は、次の各号のとおりとする。

　　　( １) 商店等指導事業　　( ２) 経営相談事業 　　( ３) 職業訓練事業　
　　　( ４) 生活基盤の変化に伴う助成事業　　( ５) 地域振興事業
　　　( ６) 文化的事業   ( ７) 広報事業   ( ８) その他の事業
( 負担の額 )

生活再建対策事業等に要する費用の負担について甲 ( 横浜市 ) は単年度毎に予
算の範囲内で負担するものとし。乙 ( 公団 ) は金７億８千万円を限度として負
担する。

( 支払の時期及び支払の方法 )
第３条　前条の規定により乙が負担する負担金の支払については一括払とし、
甲の請求に基き昭和５６年１月３１日までに支払う。
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１９８１( 昭和５６) 年１月２３日 
港北ニュータウンに係る横浜市都市整備局長と公団港北開発局長との生活再
建対策事業等に関する協定書

協定書では下記＊の記載はあるが公団か
ら受け取った負担金をどのようにするか
の記載は無い。しかし、用地先買協力者
も財団法人の基本財産にすることを承知
していたと思われる。
＊生活再建対策事業等負担は公団と横浜

市が負担し、公団負担分は事業の一部
負担金として横浜市が支払いを受ける
こと。
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

１９８１( 昭和５６) 年１月３１日
　　　公団負担金は横浜市資料による次のようになっている。
　　　　横浜市収入期日１９８１( 昭和５６) 年１月３１日
　　　　　歳入科目 　昭和５５年度横浜市一般会計
　　　　　　　　　　９款１項４目都市整備負担金
　　　　　　　　　　２節港北ニュータウン開発負担金
   　　　 　歳出科目　昭和５５年度横浜市一般会計補正予算 ( 第３号 )
　　　　　　　　　　　１０款整備費　１項都市整備管理費
　　　　　　　　　　　３目港北ニュータウン開発費
　　　　　　　　　　　２４節投資及び 出資金
　　　　　　　　　　　　　港北ニュータウン生活対策協会出捐金
　　　　　　出資金の名称　財団法人港北ニュータウン生活対策協会出捐金
　　　　　　出資の目的　　財団法人港北ニュータウン生活対策協会の基本財産

　上記の通り横浜市は、公団の負担金を基本財産として支出している形式的負担者
である。後年、( 財 ) 生活対策協会の運営資金捻出のためやむを得ず基本財産をリス
クのあるアルゼンチン外国債で運用し、その外国債が破綻したときに経緯を知らな
い横浜市会議員、行政関係者、マスコミから市税損失だと避難の声が多々あがり、
事務局に取材があったが経過を説明したところマスコミ等の税金云々の声は止んだ。
　市ＮＴ担当はこのとをなぜ説明しなかったのか不明です。その後まもなく債権の
元金額は保証され無事戻ったが市からもマスコミからも一言の声も無かった。咎め
る時は賑やかだが、後のことは何の話題にもならない。マスコミ、世間の反応は時
代が変わっても同じようである。

　上記の成果は用地先買協力者が泣き寝入りせず、生活対策運動の成果として勝ち
取ったものであることを後生に伝えていかなければならない。市民参加を標榜した
まちづくりの地元活動の一環としてその成果は誇るべきでしょう。

　生活対策協会をなぜ「財団法人」としたのか。
公団、横浜市は用地先買協力者の事業遅延による補償要求にさぞ頭を悩ましただろ
うと想像に難くない。先買用地買収は契約により執行済みで有り、土地区画整理事
業の遅れを理由に個々の用地先買協力者には補償は難しい、そこで考えたのが、公
団はこの事業から開発利益を得る ( 先行買収した用地を換地として受け、それを売却
すれば利益が得られる ) ので開発負担金として横浜市に提供し ( 当時の市の行政指導
にも合致 )、横浜市がその資金を基本財産として提供し、不特定多数を対象とした、
公益事業を目的とする財団法人を設立し、その事業を推進し、用地先買協力者を間
接的に支援するという方法である。
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　負担金を基本財産として凍結し、基本財産の利息で法人の運営が可能と判断し、
財団法人が最適と考えたようである。しかし、用地先買協力者の要求は事業が遅れ
たことに対する生活補償であり、特定の者を対象とした内容で有る。一方、財団法
人は不特定多数を対象とした公益事業を目的とする。この相反する内容をいかにし
て財団法人の目的に取り込むか。当時の横浜市、公団が知恵を絞り認可する神奈川
県と何度も折衝を重ねたと思われる。この経過を金子三千男氏は著書の中で次のよ
うに書いている。

＊財団法人設立準備会 ( 昭和５５年１１月１１日 ) において、「その財団の目的
が当初用地買収協力者の考えた目的と多少変わるがやむなし。」

＊「昭和５５年１２月１０日財団の設立申請は全国でも初めての事業目的のた
め担当役人も懸命に努力しているが時間がかかる」との説明がある

＊その他 ( 財 ) 生活対策協会設立の経過を記した資料として
　「港北ニュータウン四半世紀の都市づくりの記録」回顧と展望
　第２章開発のあゆみ　１２港北ニュータウン生活対策協会の設立。
　( 特 ) 記念協会ホームページ参照

１９８１( 昭和５６) 年３月５日　( 財 ) 港北ニュータウン生活対策協会設立登記
　　　役員
　　　　理事長　　梅田　兼光　( 緑区長 )
　　　　副理事長　金子　保　　( 中川住民協議会会長 )
　　　　副理事長　中山　恒三郎 ( 都田地区対策協議会会長 )
　　　　常務理事　佐藤　孝吉　( 元緑区区政部長 )
　　　　理　事　　田丸　政治　( 中川住民協議会副会長 ) 　　
　　　　　　　　　小島　喜治　( 中川住民協議会委員 )
　　　　　　　　　松澤　健三　( 山内地区対策協議会会長 )
　　　　　　　　　森　　正治　( 新田地区対策協議会副会長 )
　　　　　　　　　木下　富士雄 ( 港北区長 )
　　　　　　　　　近藤　忠臣　( 都市整備局長 )
　　　　監　事　　金子　三千男 ( 専門委員 )
　　　　　　　　　佐野　重雄　( 都田地区対策協議会副会長 )
　
　　　　理事構成　理事１０名　地元６名、横浜市側４名 ( 内１名は常務理事 )

＊解散等重要議決数は全理事の４分の３(7.5) ８人以上必要。その後、地元
側６名、横浜市側３名 ( 内 1 名は常務理事 )、公団１名と構成は変わった。
後年、横浜市が ( 財 ) 生活対策協会を解散させようとしたが、解散の議決
を得る見込みがなく、地元側の意向に沿った NPO 法人へ移行となった。
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設立認可にはならない　「港北ニュータウン生活対策協会 ( 法人設立前 ) の規
則　目的　第３条」

「本会は「港北ニュータウン中川地区互助会」及び「港北ニュータウン互助会」
の行う生活再建対策事業を助成し、もって、用地買収協力者の円滑な生活転
換に寄与するとともに地域振興に資することを目的とする。」
　上記目的では特定の者を目的とするため財団設立の趣旨に反する。

設立認可となった　「( 財 ) 対策協会寄付行為　目的　第３条」
「協会は港北ニュータウン地域において旧来から生活している人々とこの地域
に移り住む人々との融合を図るために住民が一体となって自主的に進める地
域文化の創造、コミュニティづくり、居住環境整備等の諸活動の育成及び助
成並びに地域文化、コミュニティ及び居住環境に関する調査研究を行うとと
もに、この地域の建設事対業に参画した住民にする生活再建対策事業その他
地域振興に関する事業を行い、以って地域住民の生活の安定と向上及び住み
よい街づくりに寄与することを目的とする。」
　
　財団法人の目的は不特定多数を対象とするのが基本。この基本に沿う理屈
として、当寄付行為での目的では、特定の者に対する「生活再建対策事業等」
を「不特定多数の地域住民へ寄与する事業」の中の一つに位置づけしている。
この辺が ( 財 ) 対策協会の特殊性？。

　後年、( 財 ) 生活対策協会の解散を打ち出した横浜市に対し、用地先買協力
者代表の「生活再建対策事業は終わりとしても不特定多数対象のまちづくり
の地域振興事業はまだ終わっていない、解散の理由が無い」と主張する根拠
になった。

　公団からの負担金全額を基本財産としているが、財団法人の基本財産は取
り崩しが出来ないのに財団の運営費はどうするつもりだったのか、基本財産
の運用利息と横浜市からの助成金でまかなうつもりだったようであるが、こ
れが見事に当てが外れる。
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第１章　資料１　財団法人港北ニュータウン生活対策協会の生い立ち　

金子三千男氏著書から抜粋

昭和５０
( １９７５) 年
１１月２６日

　港北ニュータウン開発対策協議会定例会において、市と日本
住宅公団から工事計画変更案が提案された。「当初、昭和５５
年造成工事完成を目標にしたが、事業認可の約２年の遅れ、ま
たオイルショックによる社会情勢の全く予期できなかったこ
と、さらに認可後の土地使用承諾、家屋の仮移転などの補償交
渉に行き詰まりがあり、全体の遅延に及んだために計画通りの
完成が困難となった。そのために昭和６２年にずれ込む今まで
の工事スケジュールは昭和４７年に作られたもので、事業認可
を受けるまでに予定より２年を費やしてしまった。今回は本年
初頭より真に責任の持てるスケジュールを作成したので協力を
願う。よって地区内全域の造成工事完了は６２年に改めざるを
得ない。」と突然発表。地元役員全員、罵声をあげ、狂乱状態
となり、会議続行拒否、退散する。

昭和５０年
１２月１日～３０
日

　各地区 ( 中川、都田、新田、山内 ) 対策協議会は、地区ごと
に地元　地権者と意見交換する。中川地区では数回の各町代表
者会議を開催、地権者の意向を持ち寄った結果、「６２年案は
土地買収当初の約束と違うので承諾できない。」と抗議行動を
決定する。他の地区は承諾できないが行動は起こさず。

昭和５１
( １９７６) 年
１月５日

　中川地区では、専業農家の農地全域が地区内という地権者が
多いため、市長ならびに公団総裁に対し、「港北ニュータウン
工事計画完成年度の変更に対し、それを撤回し、当初の目標の
５５年完成にせよ。」と要請文「内容証明書」を発送し回答を
求める。
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昭和５１
( １９７６) 年
１月１４日

市長より回答書届く。
「事業認可が約２年遅れたこと、オイルショックによる社会情
勢の変化によりスケジュールの再検討が必要になった。今後と
も難関を突破し、地元、公団、市と話し合い、事業遂行に全力
投球する。」

昭和５１年
１月２０日

　中川地区土地買収協力者金子保代表他３６０名は、バス７台
に分乗して、「市長の回答は満足できない。」と市役所に赴き市
長会見の申し入れをする。ロビーには「港北ニュータウン５５
年完成要求」の鉢巻き姿でむしろ旗を持った農民地権者でごっ
た返す。小林弘親港北ニュータウン建設部長、飛鳥田市長は、
会見場所を急遽、港商業高校体育館に移し、金子保代表他役員
による抗議集会を受ける。

市長回答
　「港北ニュータウンは自分の政治生命がかかっており責任を
感じている。しかし、全く予期できない社会情勢のため、変更
せざるを得ない。今後発生する諸問題について、ひとつひとつ
開発対策協議会に諮り、良い知恵をお借りして地元の皆様と話
し合って解決していきたい。」と答え、集会は終始平行線のまま。
最後に大嶋正三郎代表より「本日の回答では納得できない。こ
の抗議に対し文書で１月３１日までに回答を求めた。」市長は
これを約束して閉会する。
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昭和５１年
１月３１日

市長より「回答書」届く。
「市長としてさらに心を引き締め、公団ともども難関を突破し、
事業随行に全力投球していく決意である。」中川地区開発対策
協議会では納得せず…。

昭和５１年
２月７日

中川地区開発対策協議会は、日本住宅公団本社、南部総裁に会
見を申し入れたところ、「総裁自ら地元の指定場所に出向き、
皆様の話を聞く。」との回答がある。

昭和５１年
２月１８日

中川地区開発対策協議会、金子保他４５０名は中川小学校体育
館に南部公団総裁を招き、集会を開催する。

公団回答
１．工事完成には最善をつくし、工事計画６２年案は白紙に戻

す。
２．生活補償要求は難しいが、今後、市、公団、地元と話し合

い工事推進したい。中川地区は納得せず、今後の開発協議会
についての協力は拒否する。

昭和５１年 )
４月５日

中川地区開発対策協議会では、工事遅延に対する抗議を、市、
公団に直接会談などによって行ってきたが、今後遅延による適
正補償交渉を行うため、一時出席を拒否していた港北ニュータ
ウン開発対策協議会に出席して、要求することに決定する。た
だし、「今後の市、公団の対応によっては、抗議運動を再開す
ることもある。」と市、公団に伝える。

昭和５１年
   ４月

港北ニュータウン開発開発対策協議会各代表 ( 中川、都田、新
田、山内 ) は、市長、公団総裁に出向き，買収協力者に工事遅
延による生活補償を要求する。

昭和５１年
( １９７６)
４月２７日

港北ニュータウン開発対策協議会は、一時中断していた定例会
を、港北ニュータウン事業を円滑に推進するため、今日まで起
きた種々の問題を踏まえ、組織の在り方についての検討を目的
に、組織検討委員会を設け意見の集約を図ることにする。委員
の構成については、各地区に持ち帰り内容などを検討すること
にする。

昭和５１年
５月

日本住宅公団では、地元の要求により、港北開発事務所を港北
開発局に機構改革する。
　日本住宅公団　　局長　　　島田　親二
　　　　　　　　　補償部長　加堂　宏
　　　　　　　　　事業部長　川手　昭二
　( 横浜市港北ニュータウン建設事務所長　渡　幹夫 )
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昭和５１年
７月

港北ニュータウン開発対策協議会は、組織検討委員会の結果を
踏まえ、今まで地元買収協力者で組織されていた協議会を、今
後港北ニュータウン全地域の権利者を対象にし、また市、公団
も参加して組織づくりを検討することを決定する。

昭和５１年
( １９７６)
９月

１１日、港北ニュータウン開発対策協議会第６回総会は、台風
による集中豪雨に見舞われ、工事による被害に対応する事態と
なり延期する。

昭和５１年
１０月１５日

第６回総会開催、従来の組織を見直し、事業推進を図るために、
組織検討委員会で検討した結果、現在の「港北ニュータウン開
発対策協議会」は、昭和４２年発足以来、用地買収、基本計画、
農業専用　地区などの問題について、協議を重ね一応の成果を
収めてきた。しかし、事業認可以来、造成工事も本格化してき
た現在、事業を推進するため、農家、サラリーマン、事業経営
者などが一体になり、各地区の特殊性を尊重し、四地区には各々
自主的な組織を設置して、市、公団と直接対応できることとし、
新たに四地区組織代表と、市、公団の代表をもって構成する「港
北ニュータウン事業推進連絡協議会」に改称し、市、公団の相
互協力のもとに事業の推進に協力することが決議された。
　　「横浜市港北ニュータウン事業推進連絡協議会」
　　　　会長　副会長　　　　港北区長　緑区長
　　　　中川地区会長　　　　金子　保
　　　　都田地区会長　　　　中山　恒三郎
　　　　新田地区会長　　　　山本　光雄
　　　　山内地区会長　　　　松澤　健三
　　　　事業対策委員長　　　徳江　義治
　　　　生活対策委員長　　　金子　三千男
　　　　農業対策委員長　　　信田　隆治
　　　　横浜市　　　　　　　局長以下担当職員
　　　　日本住宅公団　　　　局長以下担当職員

昭和５１
( １９７６) 年
１１月

買収協力四地区代表 ( 金子保、中山恒三郎、森正治、松澤健三
は再三にわたり、昭和５３年２月まで、工事遅延による生活補
償について、市、公団に要請するが、「協力地権者の気持ちは
分かるが、現段階では個々の生活補償はできない。しかし、組
織があればその組織を通してなら可能ではないか。」とのこと。

昭和５２
( １９７７) 年
５月

日本住宅公団港北開発局、機構改革
　港北開発局長　島田　親二　事業部長　川手　昭二
　補償部長　　　加堂　宏　　工事部長　工藤　清一郎
　横浜市改革　　都市整備局長　　猪狩　剣正
　　　　　　　　計画部長　　　　近藤　忠臣
　　　　　　　　ＮＴ建設部長  　  小林　弘親
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昭和５３
( １９７８) 年
４月

工事遅延による生活 ( 補償 ) 対策について組織を通して行うた
め、四地区合同互助会結成準備会を設置。用地買収協力者約
８００名を対象に組織を作ることを決議する。

昭和５３年
７月

港北ニュータウン互助会設立 ( 案 ) 趣意書
用地買収協力者は、市、公団の説明に昭和５５年完成に将来の
生活を考えた。しかし、工事の大幅な遅れで生活設計を根本的
に考え直さなければならない。そこで「同じ条件にある仲間が
協力して生活対策や将来の土地利用など、個人では解決困難な
問題も知恵と力を出し合って解決していきたい。そこで仲間の
結束と同志の互助会設立に参加されたし。」また今後の予定は
下記の通り。
　　　　入会申し込み締め切り　　８月３１日
　　　　準備会　　　　　　　　　９月４日
　　　　代議員会　　　　　　　　９月３０日
　　　　設立総会　　　　　　　　１０月４日

昭和５３年
９月

互助会結成準備委員会は設立予定で進めてきたが、都田、新田、
山内、中川の四地区は、それぞれ事情が異なるので早期設立は
不可能となり、しかし再三にわたり協議されたが進展なし。

昭和５４
( １９７９) 年
４月

中川地区より四地区 ( 都田、新田、山内、中川 ) 合同の互助会
設立を望んでいたが、当地区は農地全部がニュータウン地域の
地権者が多いため、他地区の事情は分かるがこれ以上待ち切れ
ず、中川地区独自で互助会を発足することを設立準備委員会に
通知する。

昭和５４年
６月

中川地区互助会、設立総会開催。( 目的 )
本会は、会員相互扶助と親睦を基本精神とし、会員の生活向上、
および安定を図るため、必要な各種事業を行い会員の経済的地
位の確立を図る。

昭和５４年
８月８日

四地区代表は市長と会見する。港北ニュータウン計画の買収に
協力した者に対し、社会情勢が変わったとはいえ、何らかの助
成をするよう依頼する。
市長「２１世紀の港北ニュータウン建設に協力する。」と述べ
たにすぎない。

昭和５４
( １９７９) 年
９月７日

四地区代表は公団総裁と会見する。港北ニュータウン計画の工
事延長につき、当初公団に協力した者に対し、生活対策 ( 補償 )
に協力を願うことを申し入れする。
総裁「最善を尽くして協力するが組織化してほしい。」と述べた。

昭和５４年
９月

都田、新田、山内の三地区合同組織の「港北ニュータウン互助
会」を設立する。
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昭和５４年
１０月

市、公団より「中川地区互助会と三地区合同互助会の個々に助
成するのは難しい。組織を一本化してほしい。その組織を通し
てブリッジ方式に助成する。」ということで決定する。

昭和５４
( １９７９) 年
１１月２０日　

組織づくり発起人会 ( 案 )

昭和５４年
１２月３日

　港北ニュータウン生活対策協会、設立総会
　　　理事長　　竹内　繁美　( 港北区長 )
　　　副理事長　金子　保　　( 中川互助会 )
　　　　同　　　中山　恒三郎 ( 港北ＮＴ互助会 )
　　　理事　　　田丸　政治　( 中川 )
　　　　同  　 小島　喜治　( 中川 )
　　　　同　　　松澤　健三　( 港北 )
　　　　同　　　森　　正治　( 港北 )
　　　　同　　　梅田　兼光　( 緑区長 )
　　　　同　　　近藤　忠臣　( 市局長 )
　　　監事　　　佐野　重雄　( 港北 )
　　　　同　　　金子　三千男 ( 中川 )

昭和５４
( １９７９) 年
１２月５日

市長、公団総裁あてに、組織の一本化「港北ニュータウン生活
対策協会」設立完了につき助成の催促をする。

昭和５５
( １９８０) 年
７月３０日

公団総裁より「『組織を公益法人』にしないと助成は難しい。」
とのことで、理事会は検討に入る。

昭和５５年
１０月

理事会は生活対策協会の財団法人化への方向で準備委員会を設
けることで決定する。

昭和５５年
１１月１１日

財団法人　設立準備委員会
　１．財団法人の設立について互助会の目的と多少変わるがや　
　　　むなし。
　２．設立趣意書、寄付行為 ( 案 )
　３．事業計画、収支予算について

港北ニュータウン生活対策協会

港北ＮＴ中川地区互助会 港北ＮＴ互助会 ( 新田、山内、都田 )

理　事 監　事

代議員…中川２５名　新田９名　山内５名　都田４名
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第１章　( 財 ) 生活対策協会設立

昭和５５年
１２月１０日

　「『財団法人港北ニュータウン生活対策協会』の設立申請につ
いて、全国でも初めての事業目的のため、担当役人も懸命に努
力しているが、時間がかかる。」との説明がある。

昭和５６
( １９８１) 年
１月８日

評議員の選出
　　　高橋　良雄　( 中川 )　   西山　与一　( 新田 )
　　　小泉　敏男　　〃　　　宮田　与一　　〃
　　　鈴木　光栄　　〃　　　秋本　喜作　　〃
　　　皆川　勝太郎　〃　　　平野　正三　( 都田 )
　　　鈴木　貞助　　〃     重田　清助　　〃
　　　長澤　喜代司　〃　　　菅沼　喜代蔵　〃
　　　関　　金三　　〃　　　田丸　具　　　〃
　　　大久保　正治　〃　　　青木　公雄　( 山内 )
　　　米山　敏明　　〃　　　徳江　義治　　〃
　　　市川　正男　　〃　　　内野　茂　　　〃

昭和５６
( １９８１) 年
２月２１日

財団設立許可を受ける。

昭和５６年
３月５日

設立登記
　理事長　　梅田　兼光 ( 緑区長 )
　副理事長　金子　保　( 中川住民協議会会長 )
　副理事長　中山　恒三郎　( 都田地区対策協議会会長 )
　常務理事　佐藤　孝吉　( 元緑区区政部長 )
　理事
　　　田丸　政治 ( 中川住民協議会副会長 )
　　　小島　喜治 ( 中川住民協議会委員 )
　　　松澤　健三　( 山内地区対策協議会会長 )
　　　森　　正治　( 新田地区対策協議会副会長 )
　　　木下　富士雄 ( 港北区長 )
　　　近藤　忠臣　( 都市整備局長 )
　監事
　　　金子　三千男 ( 専門委員 )
　　　佐野　重雄　( 都田地区対策協議会副会長 )

昭和５６
( １９８６) 年
３月３１日

港北ニュータウン生活対策協会は、財団法人港北ニュータウン
生活対策協会の設立により解散。





51

第２章　（財）生活対策協会の事業　事業別時系列内訳 －調査報告書

第２章　（財）生活対策協会の事業　事業別時系列内訳 －調査報告書
    財団は事業を３区分し、実施した。個々の事業の詳細は不明です。下記の事業説
明から内容を推察し、成果資料としてあるものは、（特）記念協会のホームページ参照。

1981 ～ 2005 年 （昭和 56 年度～平成 12 年度）
※　“　” は事業の成果資料としてあるもの

１　生活再建対策事業

　　①　経営相談事業（1981 ～ 2001 年）　27,313,134 円

1981 ～ 82 年
（昭和 56 年度）

1982 ～ 83 年
（昭和 57 年度）

1983 ～ 84 年
（昭和 58 年度）

1990 ～ 91 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 92 年
（平成 3 年度）

1992 ～ 93 年
（平成 4 年度）

1993 ～ 94 年
（平成 5 年度）

1994 ～ 95 年
（平成 6 年度）

啓蒙用パンフレット・指導用テキスト（商業）作成
　 「豊かなくらし」「生活再建対策の手引き」

関連法規則手引作成　開発関連法規制の手引き作成
　　「港北ニュータウン関連法規制の手引き」
タウンセンター地権者経営意向調査

アパート、マンション等地区経営相談

専門家に分析を伴う土地利用相談者　→なし

経営相談
中川駅前センター・共同ビル事業診断
“ 新吉田準工業地域における土地活用の比較検討調査 ”　   
社宅建築計画に係る事業診断
賃貸住宅建築計画の参考資料作成

共同事業推進協議のための街づくり協定に沿った建築計画等の
参考資料作成

企業提案による事業用定期借地権設定の共同事業計画等調査分析

協会事業案内作成　
土地活用の支援
センターの街づくり概要作成

224,143,944 円
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1995 ～ 97 年
（平成 7 年度
～平成 8 年度）

1997 ～ 98 年
（平成 9 年度）

1998 ～ 99 年
（平成 10 年度）

1999 ～ 2000 年
（平成 11 年度）

2000 ～ 01 年
（平成 12 年度）

土地利用相談に備え、資料・情報収集

経営相談　
　土地利用の情報収集・勉強会等
　土地活用・センター地区街づくり推進資料作成
　センター地区の組織的運営資料・ニュータウン街づくり
　資料作成 PR
　「港北ニュータウンの街づくり」「街づくり通信」発行

駐車場実態調査・商業施設の誘導策検討
「平成 10 年度　駅前・近隣センター街づくり推進支援事業報告
書」
ニュータウン事業関連・街づくり進展状況等情報収集

定期借地権講演会による勉強会開催
街づくり相談事務補佐　街づくり協定関連資料作成

マップ発行
まちづくり協定事務サポート

②　居住環境整備事業（1981 ～ 2002 年）　102,800,000 円

1981 ～ 2002 年
（昭和 56 年度
～平成 13 年度）

中川地区互助会・港北ニュータウン互助会助成
港北ニュータウン事業に参画した人々で組織する団体へ助成
各団体では地域の文化活動への助成や土地利用等の研修実施

③　職業訓練助成（1981 ～ 1984 年　1987 ～ 1988 年）　4,110,260 円

1981 ～ 1984 年
（昭和 56 年度
 ～昭和 58 年度）
1987 ～ 1988 年

（昭和 62 年度）

互助会委託調査・地権者の生活実態把握
地元建設業者等助成費も含む

④　転業・開業助成事業（1982 ～ 2005 年）　89,920,550 円　

1982 ～ 2005 年
（昭和 57 年度
 ～平成 16 年度）

互助会会員が生活再建として、転業・開業のために行う
施設建設費の借入金に対し、利子補給を行った
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２　まちづくり推進事業　　

①　研修見学会（1981 ～ 1984 年）　　4,200,000 円

1981 ～ 1982 年
（昭和 56 年度）

1982 ～ 1984 年
（昭和 57 年度
～昭和 58 年度）

将来の街づくりの参考として、先進ニュータウン等モデル地域
の研修見学を実施

地区互助会の実施した先進モデル地区の研修見学会に対し助成

②　都市経営調査（1987 ～ 2000 年）　　29,985,472 円

1987 ～ 2000 年
（昭和 62 年度
 ～平成 11 年度）

港北ニュータウンの街づくりにあたって、主要都市の先例事例
に関し調査研究を行った（平成 12 年度～リーダー研修へ移行）

年月

昭和62年11月 熊本テクノポリスセンター 熊本市

海の中道海浜公園・天神地下街 福岡市

長崎バイオ・パーク 長崎県西海市

昭和63年11月 長浜楽市 長浜市

ルネスかなざわ 金沢市

平成元年12月 境ヶ丘マリンパーク 広島県沼隈町

瀬戸大橋架橋記念施設 坂出市

平成2年1月 横浜ベイブリッジ・スカイウォーク 横浜市

マイカル本牧 横浜市

平成2年11月 イムズ・ソラリアプラザ・福岡タワー他 福岡市

吉野ヶ里遺跡 佐賀県神埼町

スペースワールド 北九州市

平成3年11月 新さっぽろ副都心開発事業とまちづくり 札幌市厚別

登別マリンパーク・ニクス 登別市

ＢＡＹ函館・函館シーポートプラザ 函館市

平成4年11月 長崎オランダ村ハウステンボス 佐世保市

肥前夢街道 嬉野町

アートポリス事業 熊本市

平成5年11月 神戸ハーバーランド 神戸市

神戸市立フルーツ・フラワーパーク 神戸市

天保山ハーバービレッジ 大阪市

平成6年11月 志摩スペイン村 三重県磯部町

関西国際空港 大阪市

平成7年11月 西風新都開発状況 広島市

四国地区の集客誘導施設の状況 松山市、宇多津町、高松市他

平成8年10月 博多キャナルシティ 福岡市

福岡ソフトリサーチパーク 福岡市

集客誘導施設及び立地状況 筑紫野市、唐津市他

平成9年10月 美観地区・駅前再開発・チボリ公園 倉敷市

集客誘導施設及び立地状況 岡山市

平成10年10月 京都駅ビル・京都御池地下街 京都市

関西文化学術研究都市 奈良市

平成11年10月 札幌あいの里・芸術の森 札幌市

マイカル小樽 小樽市

平成12年10月 泉パークタウン・仙台市長町副都心 仙台市

平成13年10月 北九州学術研究都市整備事業 北九州市

トキワわさだタウン 大分市

平成14年9月 北海道石狩スウェーデンヒルズ 石狩郡当別町

有珠山噴火災害復旧事業地

調査先

278,629,002 円
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1999（H11）10 月 10 日　札幌・小樽都市経営調査
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③　まちづくり推進事業（2000 ～ 2004 年）　　17,340,717 円

2000 ～ 2002 年
（平成 12 年度
 ～平成 13 年度）

2001 ～ 2002 年
（平成 13 年度）

2002 ～ 2003 年
（平成 14 年度）

2003 ～ 2004 年
（平成 15 年度）

リーダー研修実施

タウンセンター地区　地区計画検討
　 「タウンセンター街づくり誘導調査報告書」
駅前センター設計調査街づくり検討　
近隣センター土地利用活性化検討
　 “ 駅前・近隣センター土地活用調査報告書 ”

駅前・近隣センター活性化検討
　 「タウンセンター街づくり誘導調査（その 2）報告書」
　 “ 駅前・近隣センター土地活用調査（その 2）報告書」”
ニュータウン高齢化対策検討
　“ 新たな高齢者生活支援システムの構築を目指して
　　港北ニュータウンにおける高齢化対策検討調査報告書 ”
タウンセンター街づくり協定変更業務
まちづくり協定相談支援

駅前・近隣センター活性化検討
　“（仮称）えだきんセンターの運営に関する計画立案等業務報告書”
まちづくり協定相談支援
まちづくり及び前協会のあり方検討
現協会設立準備

④　緑化調査研究事業（1982 ～ 1983 年・1985 ～ 1986 年）　　3,409,390 円

1982 ～ 1983 年
（昭和 57 年度）

1985 ～ 1986 年
（昭和 60 年度）

緑の環境研究を委託

緑化ガイドブック作成
先進ニュータウン等モデル地域見学費用補助

⑤　土地利用実態調査（1984 ～ 1994 年）　　45,467,560 円

1984 ～ 1988 年
（昭和 59 年度
～昭和 62 年度）

第 2 地区仮換地指定の土地の実態・将来の利用意向調査
“ 港北ニュータウン供用開始地区意向調査

（昭和 59 年度版～昭和 62 年度版）”
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1985 ～ 1988 年
（昭和 60 年度
～昭和 62 年度）

1988 ～ 1989 年
（昭和 63 年度）

1989 ～ 1990 年
（平成元年度）

1990 ～ 1991 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 1992 年
（平成 3 年度）

1992 ～ 1993 年
（平成 4 年度）

1993 ～ 1995 年
（平成 5 年度
～平成 6 年度）

1995 ～ 1997 年
（平成 7 年度
～平成 8 年度）

土地利用計画基礎資料作成

供用開始地区で未使用の空地状況・利用状況実態調査

供用開始地区の土地利用状況実態調査

土地利用状況実態調査

供用開始地区の土地利用状況実態調査

供用開始地区の換地調査図作成・土地利用状況調査・資料作成
“ 港北ニュータウン調査図（第一・第二地区）（平成 4 年版）”

供用開始地区の換地調査図・資料作成
“ 港北ニュータウン調査図（第一・第二地区）（平成 5 年版）”
“ 港北ニュータウン調査図（第一・第二地区）（平成 6 年版）”

住宅・都市整備公団による換地情報があり、供用開始地区の換
地調査図作成中止

⑥　土地利用事業（1982 ～ 2000 年）　　53,960,995 円

1982 ～ 1983 年
（昭和 57 年度）

1984 ～ 1985 年
（昭和 59 年度）

1984 ～ 1987 年
（昭和 59 年度
～昭和 61 年度）

アパート・マンション地区経営・沿道利用施設の調査設計
「港北ニュータウン ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ等地区調査・研究報告書」

商業近代化計画参画（横浜商工会議所）
小型飛行機による交通輸送手段について調査・研究

「港北ニュータウン　空からのアクセス調査報告書」

土地利用研究会　調査研究
　 人口定着と街の熟成・イメージアップをはかるため
　 研究会設立・研究・検討
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1985 ～ 1986 年
（昭和 60 年度）

1985 ～ 1987 年
（昭和 60 年度
～昭和 61 年度）

1986 ～ 1987 年
（昭和 61 年度）

1987 ～ 1988 年
（昭和 62 年度）

1988 ～ 1989 年
（昭和 63 年度）

1989 ～ 1990 年
（平成元年度）

商業近代化計画
　 書籍購入
[ 横浜地域（北部）商業近代化地域計画報告書（基本計画）]
土地利用促進を図る
協会の事業促進と活性化　事業促進協議会設立

新交通体系の導入の可能性を調査研究
「港北ニュータウンにおける新交通システム検討調査（その 1）」
「港北ニュータウンにおける新交通システム検討調査（その 2）」

先進地調査実施・民有地有効活用推進
「港北ニュータウン内民有地の有効活用方策に関する調査」
緑化ガイドブック作成

「にわづくり　まちづくり　港北ニュータウンコミュニティ
緑化ガイドブック」
海外交流事業（苗木植樹）

土地利用に係る諸研究
土地利用研究会・地元建設業者組織化　視察研修会

土地利用に関する調査・研究活動
「土地活用の手引」作成

土地利用に関する調査・研究活動

1990 ～ 1993 年
（平成 2 年度
　～平成 4 年度）

1990 ～ 1993 年
（平成 2 年度
～平成 4 年度）

1991 ～ 1992 年
（平成 3 年度）

1993 ～ 1994 年
（平成 5 年度）

外国人向け賃貸住宅の可能性
ドイツ学園移転に伴う外国人向け賃貸住宅の需要動向等調査
ドイツ学園関係者意見交換・今後対応等協議

出張事例視察研修

土地利用に関する事業
外国人向け賃貸住宅問題

「座談会　入居希望者に好まれる賃貸住宅とは」

定期借地権制度関係情報収集・問題点等検討
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1994 ～ 1995 年
（平成 6 年度）

1995 ～ 1999 年
（平成 7 年度
～平成 10 年度）

1995 ～ 2000 年
（平成 7 年度
～平成 11 年度）

街づくり等調査
定期借地権制度関係資料・情報収集

土地の有効活用等研究

地域振興事業協議

⑦　センター事業（1981 ～ 1997 年）　
（タウンセンター・駅前センター・近隣センター）　124,264,868 円

1981 ～ 1982 年
（昭和 56 年度）

1982 ～ 1983 年
（昭和 57 年度）

1983 ～ 1984 年
（昭和 58 年度）

1984 ～ 1986 年
（昭和 59 年度
～昭和 60 年度）

タウンセンター、駅前センター、近隣センターの土地利用相談
事業の資料作成のための調査
　“ 近隣センターの土地利用について調査報告書 ”

近隣センター共通仕様調査
タウンセンター経営意向調査

川和駅前センター土地利用
　“ 港北ニュータウン「川和駅前センター」調査設計報告書 ”
タウンセンター進出希望企業の台帳・地権者意向調査  資料作成
　“ 港北ニュータウンセンター地区進出企業台帳作成 -（1）”
タウンセンター地権者意向調査台帳作成
　“ 港北ニュータウンセンター地区街区別造成計画図
　　（第一・第二地区）”
　“ 港北ニュータウンセンター地区街区別土地利用意向台帳
　　（第一・第二地区）”
タウンセンター地権者意向調査台帳作成
タウンセンターのマーケットリサーチ・マーケットキャパシティ
分析・マーチャンダイジング基本方針調査
　“ 港北ニュータウンの商業施設量と機能分担に関する基本調査 ”
意向調査結果集計表送付

川和駅前センターモデル経営作成
　“ 港北ニュータウン川和駅前センター商業開発計画 ”
　“ 川和地区センターのまちなみ計画報告書 ”
　“ 港北ニュータウン川和駅前センター開発に伴う調査 ”
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1985 ～ 1986 年
（昭和 60 年度）

1986 ～ 1987 年
（昭和 61 年度）

1987 ～ 1988 年
（昭和 62 年度）

1988 ～ 1989 年
（昭和 63 年度）

研修会・現地視察

港北ニュータウン商業地域内外への共通イメージ形成・調査研究
　“ 港北ニュータウンタウンセンター地区都市経営と街づくり　
　  に関する調査報告書 ”
会議・勉強会（川和・中川・佐江戸）
　佐江戸　調査・視察研修会・モデルプラン形成
　“ 港北ニュータウン佐江戸近隣センター開発に伴う調査 ”

都市経営と街づくりの検討　海外の開発事例調査研究
　“ 港北ニュータウンタウンセンター地区　都市経営と街づく
　  りに関する調査報告書　北米海外事例編調査研究 ”
　“ 港北ニュータウン　タウンセンター海外都市開発研修報告書 ”
民有地のグループ化促進
タウンセンター土地利用のあり方調査・研究
　“ 港北地区タウンセンター事業推進にかかる検討報告書 ”
会議・勉強会（川和・中川・佐江戸）
　佐江戸開発計画調査・企業ヒアリング
　　“ 港北ニュータウン佐江戸近隣センター開発に伴う調査 ”
中川土地有効活用調査研究
　「中川駅前センター地区における民有地の具体的活用方策に
　  関する調査」
　「中川駅前センター地区における不動産共同経営システムの
　  検討」

タウンセンター事業展開の方向性・課題等整理
会議等研究・資料作成
　“ 港北地区タウンセンター事業計画にかかる検討報告書（その2）”
駅前・近隣センター　会議・勉強会
　“ 港北ニュータウン佐江戸近隣センター開発に伴うコンサル
　  ティング報告書 ”
　“ 港北第一地区中川センター開発計画策定調査報告書 ”

1989 ～ 1990 年
（平成元年度）

タウンセンター要望・意見等必要事項検討・資料作成
事業展開への基礎資料の検討資料整備
　“ 港北地区タウンセンター事業計画にかかる検討報告書（その3）”
勉強会（中川・大熊・川和・茅ヶ崎）
中川　街づくり協定
　「港北ニュータウン中川駅前センター街づくり協定」
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1990 ～ 1991 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 1992 年
（平成 3 年度）

1992 ～ 1993 年
（平成 4 年度）

タウンセンター地権者の要望事項整理・検討資料作成
建設事業展開に関する基礎資料作成
　“ 港北地区タウンセンター事業推進にかかる検討報告書（その4）”
“ 港北ニュータウンの民有地における共同での土地活用 ”
駅前センター事業推進基礎資料作成
会議・勉強会（中川・大熊・川和）
近隣センター協議（佐江戸・茅ヶ崎他）
東山田・南吉田・新吉田センター開発に関する商業事情調査・
基本的方向性策定資料作成
　“ 東山田・南吉田・新吉田各近隣センター開発に伴う調査並
　  びに基本的方向性の策定 ”
　“ 港北ニュータウン東山田・南山田・新吉田各近隣センター
　  開発調査 ”

タウンセンター事業展開の可能性と方向性等課題等整理・事業
展開への資料作成
　「港北ニュータウンタウンセンター市街化誘導方策検討調査報　
　  告書」「港北地区タウンセンター初期開発計画」
駅前センター・近隣センター
　視聴覚教材・勉強会補助資料作成
　会議・勉強会（中川・大熊・川和・北山田・茅ヶ崎・佐江戸）
　“ 港北ニュータウン東山田・牛久保・新吉田各近隣センター
　  開発実施計画 ”

タウンセンターのモデル街区事業化支援方策整理・資料作成
駅前・近隣センター　市・公団・生対協共同企画事業
　“ 駅前・近隣センター街づくり推進支援事業調査報告書 ”
企業対象港北ニュータウンアンケート調査
　“ 港北ニュータウンに関するアンケート調査分析編 ”
　“ 港北ニュータウンに関するアンケート調査資料編（企業別個票）”
情報誌「パートナー」制作発行
　1992 ～ 1996 年（平成 2 年度～平成 7 年度）
会議・勉強会（中川・仲町台・北山田・佐江戸）
仲町台駅前センター街づくり協定決定

1993 ～ 1994 年
（平成 5 年度）

タウンセンター事業・開発推進協議会等会議・事業化促進等協議
駅前・近隣センター地区　市・公団・協会共同事業
地権者会議運営・共同化事業推進協議会等支援
　「港北ニュータウン仲町台駅前センター街づくり協定」
企業調査　企業情報収集・資料作成
　“ 港北ニュータウン駅前・近隣センター企業アンケートフォ
　  ローアップ調査 ”
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1994 ～ 1995 年
（平成 6 年度）

会議等（中川・仲町台・北山田・茅ヶ崎・新吉田・東山田・佐江戸）
ニュータウン第一地区　共同事業推進会議

タウンセンター事業・開発推進協議会等会議・
事業化促進等事項協議
街づくり制度・組織のあり方等資料作成協力
　“ タウンセンター開発促進事業関連諸作業等報告書
　  （タウンセンター街づくり支援方策の検討）”
　“ タウンセンター開発促進事業関連諸作業等報告書
　  （タウンセンター進出企業誘致方策の検討）”

「港北ニュータウンタウンセンター地区街づくり協定」
「港北ニュータウンタウンセンター地区街づくり協定ガイドライン」

1995 ～ 1996 年
（平成 7 年度）

1996 ～ 1997 年
（平成 8 年度）

駅前・近隣センター地区　市・公団・協会共同事業
地権者会議運営・共同化事業推進協議会等支援
　“ 港北ニュータウン駅前・近隣センター企業調査 ”
　「港北ニュータウン北山田駅前センター街づくり協定」
　「港北ニュータウン茅ヶ崎近隣センター街づくり協定」
　「港北ニュータウン川和駅前センター街づくり協定」
　「港北ニュータウン東山田近隣センター街づくり申し合わせ事項」
　「港北ニュータウン新吉田近隣センター街づくり申し合わせ事項」
　「港北ニュータウン　仲町台駅前センター・グルメの里
　  （横浜市都筑区仲町台一丁目）街づくり概要書」
会議等（中川・仲町台・北山田・茅ヶ崎・新吉田・東山田・牛久保）

タウンセンター事業・開発推進協議会等会議・
事業化促進等事項協議
街づくり協定　調整推進
タウンセンター　街づくり支援方策検討・運営等資料作成協力
　“ 区画整理事業完了後のタウンセンター街づくり支援方策の検
討 ”
駅前・近隣センター地区　市・公団・協会共同事業
地権者会議運営・共同化事業推進協議会等支援
会議（仲町台・北山田・茅ヶ崎・牛久保）

横浜市・住宅都市整備公団・生活対策協会共同事業
センター街づくり会議・共同事業化検討会等支援
情報誌「街づくり通信」創刊
　1997 年（平成 9 年度）　経営相談事業へ移行
　1998 ～ 1999 年（平成10 年度～平成11年度）広報事業へ移行



63

第２章　（財）生活対策協会の事業　事業別時系列内訳 －調査報告書

３　地域交流推進事業

　①　広報事業（1982 ～ 2005 年）　　41,459,064 円

1983 ～ 1984 年
（昭和 58 年度）

1984 ～ 1985 年
（昭和 59 年度）

1985 ～ 2004 年
（昭和 60 年度
～平成 15 年度）

1987 ～ 1988 年
（平成 62 年度）

1988 ～ 1989 年
（平成 63 年度）

1989 ～ 1990 年
（平成元年度）

1990 ～ 1991 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 1995 年
（平成 3 年度
～平成 6 年度）

1993 ～ 1997 年
（平成 5 年度
～平成 8 年度）

1998 ～ 2000 年
（平成 10 年度
～平成 11 年度）

2001 ～ 2005 年
（平成 13 年度
～平成 16 年度）

2003 ～ 2004 年
（平成 15 年度）

緑化パンフレット作成
　「描こう新しいふるさと」（協会未所有）

横浜駅西口ジョイナス広場（市・公団共催）
港北ニュータウン広報展示、宣伝行事助成

協会広報誌「ふれあい」発刊　1992 年（平成 4 年度）～
年 2 回発行

横浜博覧会協力

作成諸資料活用 PR

各センターの開発・土地の有効活用等資料　保有資料ガイド作成

　「港北ニュータウン・ガイドマップ」作成
　「設立 10 周年記念小誌」作成

駅前・近隣センター　情報紙「パートナー」地権者配布
　1995 年（平成 6 年度）～　企業にも配布

協会制作記録 VTR 等保有資料活用 PR

「街づくり通信」　（前「パートナー」経営相談事業→広報事業へ
移行）

朝市開催 2 団体へ開催場所の確保等　事業実施支援

マップ発行

320,054,920 円
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②　コミュニティ助成（1981 ～ 2005 年）　　57,815,527 円

　　　　　　　港北ニュータウン祭り助成　　　       18,551,600 円
　　　　　　　設立 10 周年式典　　　　       　　　　   587,857 円
　　　　　　　設立 15 周年式典       　　　　　　　　1,290,367 円
　　　　　　　設立 20 周年記念　写真集発刊　　　   5,313,698 円

1982 ～ 1983 年
（昭和 57 年度）

1984 ～ 1985 年
（昭和 59 年度）

1985 ～ 1997 年
（昭和 60 年度
～平成 8 年度）

1985 ～ 1986 年
（昭和 60 年度）

1986 ～ 1987 年
（昭和 61 年度）

1987 ～ 1989 年
（昭和 62 年度
～昭和 63 年度）

1988 ～ 1989 年
（昭和 63 年度）

1989 ～ 1991 年
（平成元年度
～平成 2 年度）

1990 ～ 1991 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 1995 年
（平成 3 年度
～平成 6 年度）

港北ニュータウンのコミュニティのあり方について

荏田近隣センター商店街開業一周年　市・公団とふれあい祭り
助成

港北ニュータウン祭り協賛・助成

女性街づくり委員会・チャリティーコンサートの行事協力

国際少年野球賛助金交付
山内地区緑化事業協力

「郷土誌」助成

地域コミュニティ助成

朝市開催協議　支援助成

ニュータウンの地域文化の創造
伝統文化の保存継承等助成
協会設立 10 周年式典

伝承文化等記録保全
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1995 ～ 1997 年
（平成 7 年度
～平成 8 年度）

1995 ～ 1998 年
（平成 7 年度
～平成 9 年度）

1996 ～ 1997 年
（平成 8 年度）

1998 ～ 1999 年
（平成 10 年度）

1999 ～ 2000 年
（平成 11 年度）

1998 ～ 2003 年
（平成 10 年度
～平成 14 年度）

2000 ～ 2001 年
（平成 12 年度）

2000 ～ 2004 年
（平成 12 年度
～平成 15 年度）

2000 ～ 2002 年
（平成 12 年度
～平成 13 年度）

地域の文化記録作成

街づくり活動助成

協会設立 15 周年式典

資料等整理・保全　地域文化記録整理

資料等整理・保全　地域文化の記録整理デジタル化

地域の文化等諸活動助成支援

まちづくり館の取得、運営検討

祭事・民俗芸能等伝統行事の記録整備・公開

写真集編集・発刊（協会設立 20 周年記念事業）
　「写真集港北ニュータウン～むかし・いま・そして未来へ…～」

2001 ～ 2003 年
（平成 13 年度
～平成 14 年度）

2001 ～ 2002 年
（平成 13 年度）

2002 ～ 2003 年
（平成 14 年度）

まちづくり館施設有料貸出
空調設備・エレベーター設置・増築の調査設計検討

展示用 AV 機器設置
まちづくり館交流のあり方調査研究

まちづくり館改修基本設計
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2003 ～ 2004 年
（平成 15 年度）

2004 ～ 2005 年
（平成 16 年度）

まちづくり館有効活用のため関係団体と協議
まちづくり館改修実施設計・工事管理

菊花展開催・都筑の森芸術劇場の音楽活動助成
伝承芸能保存支援・伝統行事記録公開

③　会館事業（1988 ～ 2000 年）　　220,780,329 円

1987 ～ 1988 年
（昭和 62 年度）

1988 ～ 1989 年
（昭和 63 年度）

1989 ～ 1990 年
（平成元年度）

1990 ～ 1991 年
（平成 2 年度）

1991 ～ 1992 年
（平成 3 年度）

1992 ～ 1993 年
（平成 4 年度）

1993 ～ 1994 年
（平成 5 年度）

1994 ～ 1995 年
（平成 6 年度）

1995 ～ 1998 年
（平成 7 年度
～平成 9 年度）

会館建設の事業化調査　“ 会館建設の事業化に関する調査 ”

金利低下により協会の財政対策調査・分析

金利低下により収入減のため財団の経営見通し予測分析・
会館建設計画　基本的事項検討資料作成
　“ ビル経営に関する調査
　  - 財団の見通しと会館建設の事業化について ”

会館建設事業化可能性検討　諸条件整理・基礎資料作成
　“ 生対協会館の建設に係る事業化検討調査 ”

会館建設用地取得要望書を公団提出（記録写真有）
前向きに検討との回答あり

まちづくり館用地・建物の取得について横浜市・公団・（財）対
策協会で協議、具体化検討

会館用地取得について住宅・都市整備公団と基本的合意成立

会館完成　協会事務所移転
資料保存・公開、地域の人々の交流と街づくり等の事業推進の
拠点づくり

会館用地取得

1998 ～ 2000 年
（平成 10 年度
～平成 11 年度）

街づくりの拠点として、地域の人々の交流とふるさとづくりの
推進
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第３章　（財）生活対策協会　収入及び事業費・管理費　

１　総括

1）収入
基本財産運用収入＊ 1 856,323,542
その他固定資産運用収入＊ 2 108,341,016
雑収入（普通預金利息） 15,737,782
小計 980,402,340
横浜市補助金収入 311,100,000
計 1,291,502,340
＊ 1 預金利息・有価証券配当金
＊ 2 預金利息・有価証券配当金

2）事業費等
計 事業費比率（%）

（1）生活再建対策事業

経営相談事業 27,313,134 3.3
居住環境整備事業 102,800,000 12.5
職業訓練助成 4,110,260 0.5
転業・開業助成事業 89,920,550 10.9
計 224,143,944 27.2

（2）まちづくり推進事業

研修見学会 4,200,000 0.5
都市経営調査 29,985,472 3.6
まちづくり推進事業 17,340,717 2.1
緑化調査研究事業 3,409,390 0.4
土地利用実態調査 45,467,560 5.5
土地利用事業 53,960,995 6.6
ｾﾝﾀｰ（ﾀｳﾝ・駅前・近隣）事業 124,264,868 15.1
計 278,629,002 33.9

（3）地域交流推進事業

コミュニティ助成 57,815,527 7.0
広報事業 41,459,064 5.0
会館事業 220,780,329 26.8
計 320,054,920 38.9

事業費計 822,827,866 100
管理費計 461,594,035
その他費用＊ 7,080,439
合 計 1,291,502,340
＊その他費用

土地建物購入費（一部） 3,523,596
空調整備費 882,420
施設改修費 1,449,000
財団法人清算準備事務費 1,232,113
その他（集計誤差） -6,690

7,080,439
参 考

基本財産取崩（神奈川県認可） 平成 15 年 5 月 30 日　第 82 回理事会
1  アルゼンチン円貨等債の評価損 150,000,000
2  建物取得費未払い分の一括返済 27,000,000
3  施設貸し付けの為の改修費 60,000,000
4  事業運営費（平成 16,17 年度分） 33,000,000
合 計 270,000,000

　基本財産残額 7 億 8 千万円 -2 億 7 千万円 =5 億 1 千万円
　注 : 円貨等債は後日、新債券として交付された。

１９８１( 昭和５６) 年度～２００４( 平成１６) 年度の決算書等から集計
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　なお、事業費だけの比率で見ると生活再建対策事業は 27.2% である用地先
買協力者が生活再建対策を要求し、その対策として設立された ( 財 ) 生活対策
協会の事業としては他事業より低く、控えめである。普通に考えるならこの
事業の比率が高くても良いと思われる。これは、用地先買協力者が早くから
研修会などを開き不動産の活用方法を検討し、仮換地された土地から自己の
生活再建に取り組んだ結果であろう。

３）円グラフの説明
( １)　収入

( ２)　三事業費等の比率
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第３章　（財）生活対策協会　収入及び事業費・管理費　

　私が ( 財 ) 生活対策協会に就任したのが１９９９( 平成１１）年４月１日、
当時協会名の「生活対策」という文字に違和感を抱いたのを覚えたが、これ
は用地先買協力者の生活再建がスムーズに進んでいたからだと後になり理解
できた。

( ３)　 収入・事業費・管理費　時系列グラフの説明  
　　＊収入

・平成４年度以降減少。
・平成１２、１３年度のの収入増は積立金の取崩しが収入に計上され、収入増で

はない。
       ＊事業費
　　　・平成７、８、９年度の事業費増はまちづくり館用地の３年分割支払分。
　　　・平成１３年度の事業費増は協会１０周年記念写真集発行費。
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２　収入及び事業費・管理費の年度別内訳－調査報告書－

１）収入
昭和 56 年度 昭和 57 年度 昭和 58 年度 昭和 59 年度 昭和 60 年度 昭和 61 年度

基本財産運用収入
（預金利息・有価証券配当）

50,162,077 67,721,642 57,115,364 73,768,769 56,342,310 71,357,036

その他固定資産運用収入
（預金利息・有価証券配当）
雑収入（普通預金利息）

小計 50,162,077 67,721,642 57,115,364 73,768,769 56,342,310 71,357,036
横浜市補助金収入 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

計 65,162,077 82,721,642 72,115,364 88,768,769 71,342,310 86,357,036

昭和 62 年度 昭和 63 年度 平成元年度 平成 2 年度 平成 3 年度 平成 4 年度
基本財産運用収入

（預金利息・有価証券配当）
50,657,437 52,651,354 48,629,194 52,782,229 46,559,885 55,014,337

その他固定資産運用収入
（預金利息・有価証券配当）

17,693,826 9,516,621 13,638,729 11,118,176 12,666,573

雑収入（普通預金利息） 32,443 459,665 800,956 908,024 555,578
小計 50,657,437 70,377,623 58,605,480 67,221,914 58,586,085 68,236,488

横浜市補助金収入 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
計 65,657,437 85,377,623 73,605,480 82,221,914 73,586,085 83,236,488

平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 平成 9 年度 平成 10 年度
基本財産運用収入

（預金利息・有価証券配当）
33,837,162 24,911,323 22,600,592 10,537,093 10,264,896 10,145,570

その他固定資産運用収入
（預金利息・有価証券配当）

11,946,884 10,045,957 6,628,138 5,021,363 5,168,841 1,483,133

雑収入（普通預金利息） 387,380 250,695 117,058 2,091,725 1,822,572 1,805,841
小計 46,171,426 35,207,975 29,345,788 17,650,181 17,256,309 13,434,544

横浜市補助金収入 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 13,500,000 12,600,000
計 61,171,426 50,207,975 44,345,788 32,650,181 30,756,309 26,034,544

平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度
基本財産運用収入

（預金利息・有価証券配当）
10,552,137 17,972,167 29,114,430 585,489 1,564,513 1,476,536

その他固定資産運用収入
（預金利息・有価証券配当）

1,283,933 1,040,489 691,235 378,000 6,431 12,687

雑収入（普通預金利息） 1,805,079 1,811,146 668,456 773,744 598,600 848,820
小計 13,641,149 20,823,802 30,474,121 1,737,233 2,169,544 2,338,043

横浜市補助金収入 12,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 6,000,000 0
計 25,641,149 30,823,802 39,474,121 9,737,233 8,169,544 2,338,043

昭和 56 年度～平成 16 年度 収入合計
基本財産運用収入（預金利息・有価証券配当金） 856,323,542
その他固定資産運用収入（預金利息・有価証券配当金） 108,341,016
雑収入（普通預金利息） 15,737,782

小　　　計 980,402,340
横浜市補助金収入 311,100,000

計 1,291,502,340
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第３章　（財）生活対策協会　収入及び事業費・管理費　

２）事業費　管理費

（昭和５６年度～昭和５９年度）

昭和 56 年度 昭和 57 年度 昭和 58 年度 昭和 59 年度

ⅰ　生活再建対策事業
4,498,920 3,320,000 498,720　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 1,200,000 3,200,000 3,000,000 4,400,000

　　　職業訓練助成 4,100,000 0 0

　　　転業・開業助成事業 0 588,660 2,743,550

計 9,798,920 6,520,000 4,087,380 7,143,550

ⅱ　まちづくり推進事業
1,400,000 1,400,000 1,400,000　　　研修見学会

　　　都市経営調査

　　　まちづくり推進事業

　　　緑化調査研究事業 0 1,550,000 0

　　　土地利用実態調査 4,000,000

　　　土地利用事業 7,673,000 11,414,420

　　　センター事業
5,000,000 4,580,000 15,630,290 3,719,680　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 6,400,000 15,203,000 17,030,290 19,134,100

ⅲ　地域交流推進事業
0 1,550,000 0 1,500,000　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 0 2,000,000 1,500,000

　　　会館事業

計 0 1,550,000 2,000,000 3,000,000

事業費計 16,198,920 23,273,000 23,117,670 29,277,650

管理費計 8,539,466 10,126,649 10,333,866 10,364,343

事業費・管理費計 24,738,386 33,399,649 33,451,536 39,641,993
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（昭和６０年度～昭和６３年度）

昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度

ⅰ　生活再建対策事業

　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 4,400,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

　　　職業訓練助成 0 10,260

　　　転業・開業助成事業 3,350,000 4,591,400 8,671,555 2,401,050

計 7,750,000 10,591,400 14,671,555 8,411,310

ⅱ　まちづくり推進事業

　　　研修見学会

　　　都市経営調査 4,645,000 4,000,000

　　　まちづくり推進事業

　　　緑化調査研究事業 1,859,390 0

　　　土地利用実態調査 3,000,000 5,500,000 4,760,000 4,270,000

　　　土地利用事業 4,414,300 16,510,156 1,372,770 5,564,441

　　　センター事業
6,442,260 5,942,733 17,933,360 10,459,050　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 15,715,950 27,952,889 28,711,130 24,293,491

ⅲ　地域交流推進事業
2,325,040 3,220,000 6,020,000 6,020,000　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 2,040,000 2,500,000 2,413,000 2,200,000

　　　会館事業 1,500,000 1,500,000

計 4,365,040 5,720,000 9,933,000 9,720,000

事業費計 27,830,990 44,264,289 53,315,685 42,424,801

管理費計 12,214,351 12,797,318 13,284,219 17,803,553

事業費・管理費計 40,045,341 57,061,607 66,599,904 60,228,354
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（平成元年度～平成４年度）

平成元年度 平成 2 年度 平成 3 年度 平成 4 年度

ⅰ　生活再建対策事業
0 4,178,190 950,000　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

　　　職業訓練助成

　　　転業・開業助成事業 5,002,053 6,202,856 7,533,499 8,150,284

計 11,002,053 12,202,856 17,711,689 15,100,284

ⅱ　まちづくり推進事業

　　　研修見学会

　　　都市経営調査 2,218,932 1,857,108 2,423,534 2,920,402

　　　まちづくり推進事業

　　　緑化調査研究事業

　　　土地利用実態調査 4,698,860 6,000,000 6,500,000 2,214,500

　　　土地利用事業 796,401 830,383 1,142,148 1,321,770

　　　センター事業
8,965,043 9,405,222 8,517,190 10,381,449　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 16,679,236 18,092,713 18,582,872 16,838,121

ⅲ　地域交流推進事業
2,431,915 2,818,572 1,810,000 3,416,919　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 2,299,990 2,362,748 2,457,572 3,044,000

　　　会館事業 2,932,400 2,001,080 92,839 77,705

計 7,664,305 7,182,400 4,360,411 6,538,624

事業費計 35,345,594 37,477,969 40,654,972 38,477,029

管理費計 18,672,072 20,074,525 22,256,629 23,063,568

事業費・管理費計 54,017,666 57,552,494 62,911,601 61,540,597
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（平成５年度～平成８年度）

平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度

ⅰ　生活再建対策事業
1,900,000 1,065,300 259,454 440,138　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

　　　職業訓練助成

　　　転業・開業助成事業 8,160,044 7,186,581 5,142,584 4,360,706

計 16,060,044 14,251,881 11,402,038 10,800,844

ⅱ　まちづくり推進事業

　　　研修見学会

　　　都市経営調査 2,013,913 2,021,804 1,800,127 1,732,524

　　　まちづくり推進事業

　　　緑化調査研究事業

　　　土地利用実態調査 2,987,000 1,537,200 0 0

　　　土地利用事業 800 121,514 769,058 681,910

　　　センター事業
5,291,549 5,876,481 3,865,605 2,254,956　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 10,293,262 9,556,999 6,434,790 4,669,390

ⅲ　地域交流推進事業
2,811,600 3,126,822 1,998,606 3,133,243　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 2,944,400 1,476,000 1,473,200 1,400,000

　　　会館事業 55,170 3,714,649 53,376,409 73,481,354

計 5,811,170 8,317,471 56,848,215 78,014,597

事業費計 32,164,476 32,126,351 74,685,043 93,484,831

管理費計 22,727,026 24,012,771 22,025,200 27,879,414

事業費・管理費計 54,891,502 56,139,122 96,710,243 121,364,245



77

第３章　（財）生活対策協会　収入及び事業費・管理費　

（平成９年度～平成１２年度）

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

ⅰ　生活再建対策事業
4,052,937 2,601,856 2,316,664 1,230,955　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 6,000,000 4,800,000 4,800,000 4,000,000

　　　職業訓練助成

　　　転業・開業助成事業 4,273,770 3,248,854 2,384,620 1,995,170

計 14,326,707 10,650,710 9,501,284 7,226,125

ⅱ　まちづくり推進事業

　　　研修見学会

　　　都市経営調査 1,607,983 1,489,042 1,255,103

　　　まちづくり推進事業 1,270,308

　　　緑化調査研究事業

　　　土地利用実態調査

　　　土地利用事業 432,576 530,886 384,462

　　　センター事業

　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 2,040,559 2,019,928 1,639,565 1,270,308

ⅲ　地域交流推進事業
258,098 776,366 669,570 3,081,938　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 1,200,000 2,700,640 2,603,000 1,531,840

　　　会館事業 69,850,434 6,228,352 5,969,937

計 71,308,532 9,705,358 9,242,507 4,613,778

事業費計 87,675,798 22,375,996 20,383,356 13,110,211

管理費計 17,061,544 15,905,714 16,574,820 23,327,848

事業費・管理費計 104,737,342 38,281,710 36,958,176 36,438,059
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（平成１３年度～平成１６年度）

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

ⅰ　生活再建対策事業

　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 1,000,000

　　　職業訓練助成

　　　転業・開業助成事業 1,087,062 2,012,352 782,700 51,200

計 2,087,062 2,012,352 782,700 51,200

ⅱ　まちづくり推進事業

　　　研修見学会

　　　都市経営調査

　　　まちづくり推進事業 6,062,904 6,001,332 4,006,173

　　　緑化調査研究事業

　　　土地利用実態調査

　　　土地利用事業

　　　センター事業

　　　（タウンセンター・

　　　　駅前センター・ 近隣センター）

計 6,062,904 6,001,332 4,006,173 0

ⅲ　地域交流推進事業
6,035,206 2,101,596 2,101,746 608,290　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 985,349 1,078,450 1,248,875

　　　会館事業

計 7,020,555 3,180,046 3,350,621 608,290

事業費計 15,170,521 11,193,730 8,139,494 659,490

管理費計 36,942,672 23,554,399 23,164,243 28,887,825

事業費・管理費計 52,113,193 34,748,129 31,303,737 29,547,315
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（昭和５６年度～平成１６年度　計）

計

ⅰ　生活再建対策事業
27,313,134　　　経営相談事業

　　　居住環境整備事業 102,800,000

　　　職業訓練助成 4,110,260

　　　転業・開業助成事業 89,920,550

計 224,143,944

ⅱ　まちづくり推進事業
4,200,000　　　研修見学会

　　　都市経営調査 29,985,472

　　　まちづくり推進事業 17,340,717

　　　緑化調査研究事業 3,409,390

　　　土地利用実態調査 45,467,560

　　　土地利用事業 53,960,995

　　　センター事業
124,264,868

　　　（タウンセンター・駅前センター・ 近隣センター）

計

ⅲ　地域交流推進事業
57,815,527　　　コミュニティ助成

　　　広報事業 41,459,064

　　　会館事業 220,780,329

計 320,054,920

事業費計 822,827,866

管理費計 461,594,035

事業費・管理費計 1,284,421,901
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

１　まちづくりの推進

　港北ニュータウン事業区域を核とした新しいまちづくりが始まる。
                  

１９８１( 昭和５６) 年９月　｢港北地区町界町名施設名調査研究報告書」
　　　　　　　　　　　　　( 特 ) 記念協会ホームページ参照。
新しい町にふさわしい町名、施設名、町割りを決める為の調査が始まる。 実
に詳細な調査、分析がされており、大変貴重な報告書です。これも一読をお
薦めします。以下に少し抜粋します。

＊町名の由来・町の変遷・字名の由来　　  
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＊町名の設定の方針
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

＊町名設定区域

＊命名の方策
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＊港北区・緑区の旧村名及び史跡等
１９８５( 昭和６０) 年３月「港北ニュータウン・サイン基本計画」施設名等
検討の調査報告書から抜粋 ( 特 ) 記念協会ホームページ参照 )。

１９８９( 平成元 ) 年２月８日　( 財 ) 対策協会事務所移転
横浜市の都筑区役所前身の行政サービスセンター内に事務所を置く。
行政サービスセンターは２回移転している。
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１９９３( 平成５) ３月　   幻の区名と音頭 
港北ＮＴ事業を積極推進した地元は新行政区の早期設置運動として新区名を
考えその音頭を作りました。新区名や音頭は、その後の横浜市による区名募
集と区名設定委員会の審議、決定を受け現在の都筑区なったため幻となった。
地元のまちづくりへの強い思いを感じます。
＊曲も聞けます。( 特 ) 記念協会ホームページの＜郷土資料＞参照
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＊曲タイトルの「港京」は新区名選定時の候補区名の１つで応募数２位。

１９９１( 平成３) 年９月　　「横浜市行政区再編成の記録」
新しい行政区 ( 都筑区 ) の区域の検討、決定。
( 特 ) 記念協会ホームページを参照。

１９９４( 平成６) 年１月　　新区名決定　　
( １) 区名募集 応募集計
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( ２) 区名設定委員会の決定
　　＊新区名　都筑区
　　＊理由　①　新区の区域全体を含み、広く区民に定着している。
　　　　　　　　歴史的な由緒ある地名を、将来に向け大切に継承したい。
　　　　　　②　奈良時代から続く歴史ある地名にちなみ、これからの街づ　

くりが新しい「都を筑 ( きず ) く」という区民の総意で進む
ことを願って。

　　　　　　③　応募数上位で幅広い市民の支持があったため

１９９４( 平成６) 年１０月３日　　( 財 ) 生活対策協会事務所移転
まちづくり館 ( 公団所有 ) の一部を借りて事務所とした。

１９９４( 平成６) 年１１月　　都筑区誕生
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

１９９６( 平成９) 年７月１１日　　まちづくり館用地取得
 ( 財 ) 生活対策協会の運営資金が厳しくなっていく中で、横浜市、公団、( 財 )
生活対策協会の３者の覚え書きに従い、経年すれば土地は高騰するからと購
入。後年のまちづくり館の購入時よりはまだ資金があったため理事会でも反
対もなかったようである。

１９９６( 平成８) 年９月　　港北ＮＴ事業竣工：換地処分

１９９６( 平成８) 年１１月　　港北ニュータウン事業推進連絡協議会解散
港北ＮＴ事業の住民参加の場と言われた同会が換地処分に伴い解散した。議
事録には多くの参加者が記載され、詳細な事業経過が報告されている。

　第４章　資料１　P137　港北ＮＴ事業推進連絡協議会　総会議案書 ( 第１１回－最終
－ )

その他資料「港北ニュータウン四半世紀の都市づくりの記録」第１章計画、
第２節住民参加の系譜」( 特 ) 記念協会ホームページ参照。

　　　　　　　　　
１９９７( 平成９) 年４月２０日　小規模宅地所有者会解散式

「宅地会２５年間の歩み　記念誌」　( 特 ) 記念協会ホームページ参照
　小規模宅地会については､ 公団出版の「四半世紀都市づくり記録」や金子
三千男氏著の「覚書　港北ニュータウンと共に３３年」に若干、記述されて
いるが､ その活動については不明でした。
　( 特 ) 記念協会やその前身の ( 財 ) 生活対策協会は、用地先買協力者を対象　　　
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とした組織であり、またその関係者の組織でした。したがって小規模宅地所
有者会の活動記録は全くありませんでした。
　私は予てより、市民参加を標榜した港北ＮＴ事業のまちづくりの全貌を知
るには同宅地会の活動を明らかにすることが必要と思い、その資料を探して
いたところ佐藤鐡雄氏の所在を知り、早速訪問し、趣旨を説明したところ、
上記の記念誌と＊その他の資料を示され､「このまま埋もれてしまうのは残念
と思っていました。是非、お役立ていただきたい」と申され、寄贈していた
だきました。一読､ 感動しました。
　港北ＮＴ事業は、一部では無く多くの地元住民が智恵を絞り､ 苦労し､ 団
結し成し遂げた、まさに「市民参加のまちづくりだった！！」。
　記念誌の「表紙」、「はしがき」、「宅地会２５年を顧みて」( 会長佐藤鐡雄氏 )
を紹介します。資料の劣化で、読みにくいと思いますが一読を。

＊その他資料 ( 特 ) 記念協会ホームページ
　「港北ニュータウン小規模宅地所有者の会」＜まちづくりのソフト面＞
　＜まちづくりに関する広報 ･ 情報誌 ･ 記録集＞に登載

　　　　　　　　　表紙
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１９９７( 平成９) 年７月　　都筑区民の歌決定 　
都筑区を「ふるさとと実感でき、区民が心をひとつにして唄える歌をつくる
ことを目的に平成９年７月に「都筑区民の歌制作委員会」( 都筑区地域 振興課 )
が発足し、楽曲の公募をし、約５０曲の応募があり、都筑区民の歌として「都
筑音頭」、「夢のつづき」の２曲が決定された。

都筑音頭              　
　歌：一 　愛 ( 渡歌歌手 )
　作詞：高橋　功 ( 都筑区在勤 )
　作曲・補作：中山 大三郎 ( 作詞・作曲家 )　
　編曲 ( サンババ―ジヨン )：中山 大三郎 

夢のつづき              　
　歌：中本 マリ ( ジャズシンガー )
　　　境　信博（オペラ歌手）
　作詞・作曲：広井　茂 ( 都筑区在勤 )
　編曲・補作：照屋 正樹 ( 洗足学園大学教授 )　
　編曲 ( ジャズバ―ジョン )
　　　：中村 誠一（サックス奏者、洗足学園大学講師） 

１９９９( 平成１１) 年２月　
１９９９( 平成１１) 年～２０００( 平成１２) 年にかけ、いわゆる「ゼロ金利
政策」が実施された。景気回復を目的とし、デフレ回避に向けた窮余の策。
政策金利をゼロにすることで、銀行はただ同然で資金を調達できるため、企
業への融資がしやすくなり、お金の流れが活発化し、景気を刺激する効果が
得られる。１９９９年２月、日本銀行は短期金利の指標である無担保コール
翌日物の金利を史上最低の０．１５％に誘導することを決定。この時、当時の
速水優日本銀行総裁が「ゼロでもよい」と発言したことから「ゼロ金利政策」
と呼ばれるようになった。それ以来、金利は低い水準で推移している。
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１９９９( 平成１１) 年４月１日　　著者　事務局長就任

１９９９( 平成１１) 年５月２６日　第６９回理事会
著者　常務理事に互選される。
設立当初設置されていた評議員会を見直し、再設置することを了承した。

１９９９( 平成１１) 年７月１日　　著者　常務理事就任
１９９１年に日本経済はバブル崩壊し、金利は減り続け ( 財 ) 生活対策協
会の収入も減り続け、私の就任時直前にはゼロ金利政策が始まっていた。　　　　
この時点、私は金利などには関心が無く、( 財 ) 生活対策協会の資産運用に直
面し、新旧の債券利率を比較し、これは大変、このまま低金利政策が続いた
ら資産の運用益に頼る当財団は維持出来ないと思った。反面、日本経済は回
復すると期待もしました。現実は厳しく年々利率が下がっていく、本書の書
き始めの２０２２年１月でも低金利は続いる。

横浜市補助金の推移　　( 財 ) 生活対策協会の解散の兆？
＊港北ニュータウン生活対策協会 ( 法人化前の組織 ) へ
　　　１９７９( 昭和５４) 年度　　　　８００万円　
　　　１９８０( 昭和５５) 年度 　　 １，０００万円 
＊ ( 財 ) 対策協会へ
　　　１９８１( 昭和５６) 年度
　　　１９８９( 平成元 ) 年度   　 
　　　１９９６( 平成８) 年度
　　　　　　小　計　　　　　　　　　　 　　２５，８００万円
　　　１９９７( 平成９) 年度　　　　　　　 　    １，３５０万円
　　　１９９８( 平成１０) 年度  　　　　              １，２６０万円
　　　１９９９( 平成１１) 年度　　　　       　     １，２００万円
　　　２０００( 平成１２) 年度　　　　      　      １，０００万円
　　　２００１( 平成１３) 年度　　　　      　  　      ９００万円
　　　２００２( 平成１４) 年度　　　　　 　             ８００万円
　　　２００３( 平成１５) 年度　　　　　     　         ６００万円
 　　　　　　　計　　　　　　　　　　       ３億２千９１０万円

１９９６( 平成８) 年、港北ＮＴ事業の竣工 ( 換地処分公告 ) の翌年度以降補助
金が減少する。( 財 ) 対策協会の役割が終わりつつ有ると認識される。毎年横
浜市の補助金が削減され、理事会で報告する度に横浜市 OB として肩身の狭い
思いをした。

( 各年度１，５００万円１６年間
  ２４，０００万円 )
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１９９９( 平成１１) 年１０月１４日第７１回理事会
再設置評議会の評議員の構成人数１０名を承認した。
( 互助会推薦　６人、横浜市推薦　２名、公団推薦　２名　計１０人 )

　著者が財団に事務局長として就任したのが、４月１日、事務引き継ぎとし
て下記文書があった。神奈川県から４回も指摘を受け、２回協議をしたよう
だが、評議員会設置は法律の必須であり、県の方針は変わりようが無い。５
月理事会に評議員会の再設を諮るため、急遽金子三千男氏に事情をお聞きし
たところ財団の設立時には設置されていたが、理事会と意見が対立し、評議
員会が開催されなくなった。その代わりに任意の事業促進協議会を設置し、
財団を運営してきたと。
　しかし、財団の存続にも関わることなので地元理事に再設置の必要性を個々
に説明し、同意を得え、理事会へ諮った。私の慌ただしい初仕事であった。

記
評議員会再設置　神奈川県の指導
・平成４年９月２日　県総務部文書課法令審査班　立入検査
 　指摘事項　　( 組織について ) 評議員会の設置を検討すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平４．１２．８　文第３０号
・平成５年１０月１９日　県総務部文書課法令審査班　立入検査
　指摘事項　　( 組織について ) 評議員会の設置を検討すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平６．３．８　文第４２号
・平成７年１０月２３日　県総務部文書課法令審査班　立入検査
　指摘事項　　( 組織について ) 評議員会の設置を引き続き検討すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平８．３．２９　文第８５号
・平成１０年３月１０日　県総務部法務文書課訟務班　業務状況等調査
　 指摘事項　　平成１１年９月末までに評議員会を設置すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平１０．６．８　文第１５号
・評議員会の設置について ( 照会 )　　　　平１０．１０．３０　港生第２７号
・評議員会の設置について ( 回答 )　　　　平１０．１２．２２　法文第５２号
・評議員会設置の再検討について ( 照会 )　平１１．２．１５港生第３２号
・評議員会の設置について ( 回答 )　　　　平１１．３．３０　法文第６５号

　なお、この件は後年、NPO 法人を設立する際に役立った。財団法人に評議
員会の設置義務があるように NPO 法人にも同様な総会の設置が義務づけられ
ている。意図したのは運営の円滑を考慮し、総会の権限を法の許容範囲で制
限し、その分理事会の権限を増やし、理事会主導型の NPO 法人とした。
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　ハナミズキがようやっと咲きだした。この頃は交通量も少なく、交差点の
中で写真が撮れた。

２０００( 平成１２) 年５月２日　　まちづくり館

まちづくり館の設計コンセプト ( 資料から抜粋 )
　　まちづくり館 ( 公団の PR 館 ) の資料は ( 特 ) 記念協会のホームページ参照
平面コンセプト 
　広がり、かつ、凝縮する扇型の平面デザイン

まちづくり館は、地区レベルでは 3 つの建物の中で一番小粒ながら全体を一
つにまとめる「要」の位置にある。そこで、左右のウィングに対して直角に
腕を出しながらこれらを強く集結するような扇形の平面プランを用いた。こ
れはまた、地域に対して大きく開かれ、人々をのびやかに迎え入れ、その中
で様々な人々の英知が凝縮され、創造への大きな力となっていく、港北ニュー
タウン街づくりの理念を象徴するものである。
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２００１( 平成１３) 年１月３０日　第４０回事業促進協議会　まちづくり館取得の協議
取得に反対の委員が退席してしまう事態が起きた、協議内容は次の議事録原
稿ページをご覧下さい。

立面コンセプト
　　大地に根ざし、未来へ発信する円錐形の立面デザイン

立面は、平面の扇形をそのまま丸くしながら立ち上げたような円錐形を基本
モチーフにしている。
それは大地の歴史に深く根ざし、そこから力強く宇宙・未来へ発信していく
ような創造のベクトルを象徴している。景観的には、まわりの大型の建物が
機能上四角にならざるを得ない中で、程よいアクセントとなり、全体を美し
くまとめあげる求心的な効果を与える。
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２００１( 平成１３) 年２月２２日　　第４１回事業促進協議会議事録
・取得後のまちづくり館を横浜市福祉施設として賃貸する検討を始める。
・まちづくり館の買収の延期を公団に申し入れる。

　まちづくり館の買収は１９９３
( 平成５) 年７月２２日締結の覚書に
より２０００( 平成１２) 年度末まで
に ( 財 ) 対策協会が買い取ることに
なっていた。土地は買い取り済み。
　しかし、( 財 ) 生活対策協会の財
政状況は覚書当時と異なり、取得後
のま ちづくり館を維持管理出来る
状況では無く、あと２年の運営費し
かない状態であった。一方、公団は、
約束履行を迫っていた。
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覚書
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２００１( 平成１３) 年４月１９日　　第４２回事業促進協議会議事録
＊まちづくり館取得方針の確認
＊少しでも収入を得るため、リスクは有るがやむを得ないと、外国債の購入

を決め上限を２億円までと決定

２００１( 平成１３) 年５月２日 ( 水 ) 　　まちづくり館買収を第７６回理事会で承認
　理事会でも賛否分かれ、理事で買収に反対し、理事辞任をした方もいた。
私も協会運営を委ねられている立場上、簡単に買収に賛成できかねていたが、
用地先買協力者の理事の方々は、最悪の場合所有地 ( 基本財産では無い ) を売
却し ( 財 ) 対策協会運営費を捻出する覚悟。建物を買っておかなければ土地は
売れないと、理事会は買収決議した。私も改めて協会運営の覚悟を決めた。

　用地先買協力者は自分達の施設を持つことが長年の願望でした。
１９８６( 昭和６２) 年１１月２０日第２１回理事会で「生活策協会ビル」の
建設が論議され、翌年１９８７( 昭和６３) 年５月１９日の理事会でビル平面
図が示されている。  貸事務所等併設の８階建ビル構想。
　この案に対して行政側からもっと市民利用部分を増やせといった意見が出
ているがそのような施設は収入源にはならず、ここにも採算性という視点が
行政側に欠けていたようである。その後の状況の変化により、公団のＰＲ館
として建てたものを譲渡されることとなった。それが今の会館形式のまちづ
くり館である。
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２００１( 平成１３) 年６月３０日　地域冷暖房契約の解除
まちづくり館引き渡しに伴い､ 港北ニュータウン熱供給株式会社の地域冷暖
房の熱需給契約を解除し、まちづくり館用地内の同社の施設を撤去すること
となった。同社の契約料金より、個別冷暖房施設に切り替えた方が大幅に安
くなるためであった。

２００１( 平成１３) 年８月２日　　( 財 ) 対策協会事務所 ( まちづくり館 ) 取得
用地先買協力者が自分たちの施設を持ちたいと思ってから１４年経過してい
る。しかし、取得したのはよいが ( 財 ) 対策協会の財政状況は最悪、この施設
を貸し出し、収益を上げる対策を取るが、貸しホール、会議室の利用者はなし、
貸事務所として貸し出すが、この建物は会館形式で空間が多く、事務所とし
ても使い勝手が悪く借り手もいない。まちづくり館の横浜市への賃貸は進ん
でいない。
第４章　資料２　P163　まちづくり館取得の経緯
　　　　　　　　　　 　取得までの紆余曲折の詳細が分かる。

　
２００１( 平成１３) １０月２９日　　第４４回事業促進協議会

横浜市福祉施設として賃貸する場合、市の要望によりまちづくり館の大         
改修が必要となり、費用負担を求められる。　

２　( 財 ) 生活対策協会から新法人へ

２００２( 平成１４) 年３月　　横浜市長選　
行政改革を公約にした中田宏氏が新横浜市長に選出された。

２００２( 平成１４) 年４月初旬　
市ＮＴ担当課長から下記の電話連絡を受けた。

「( 財 ) 生活対策協会は財政が困窮し、資金運用として金利の高いアルゼンチ
ン外国債を購入していたがアルゼンチンの財政破綻により、債務不履行になっ
たことがマスコミで取り上げられ、平成１４年度予算横浜市会で同財団のあ
り方を見直し、廃止(解散)すべきと言う意見が大勢であった。今後協議したい。
平成１５年度以降、補助金交付が困難になる。金子保副理事長 ( 用地先買協力
者の代表 ( 理事長は都筑区長 ) へこの状況の事前説明をして欲しい。」

( 財 ) 生活対策協会常務理事回答
①外国債購入は市の支援もなく運営費捻出のためやむなく、同財団の組織決

定で行い、その組織に横浜市担当局部課員も属しており承知していた。市
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会の意見というが港北ＮＴ事業の経緯を承知している地元選出の議員の
方々はどうか。

②同財団の目的のうち、地権者の直接的な支援対策は終えたともいえるが ( 地
元は反発 ) まちづくりの推進は継続すべきと思う。

③そもそも同財団の設立による支援策は、市の考えであり、地元は直接的な
支援策を望んでいたが、市に妥協したものである。従って、今回の横浜市
の一方的な解散方針は反発する。

④現状の理事会構成では賛成議決は得られない。金子保氏は横浜市は勝手に
手を引け、地元だけでやると主張すると思う。

⑤金子保副理事長への説明は、横浜市から直接話すべきである。

２００２( 平成１４) 年４月１８日　　港北ＮＴ担当から下記文書受理。

市は一方的な解散は無理と理解したようである。「基本的には地権者が組織を
運営していく方法を検討する」と言及している。
本件は常務理事から回答済みであり、当文書に対する回答も求められず、問
い合わせもなかったのでそのまま放置。
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２００２( 平成１４) 年９月４日　　第８０回理事会
まちづくり館の７０％を横浜市の福祉施設として貸し出しを決定。
しかし、横浜市の福祉施設の予算が付かず翌年度にずれ込む。

２００２( 平成１４) 年９月１０日　　横浜市は下記内容を記者発表 
策定スケジュール
・２００２( 平成１４) 年１１月　「大綱素案」公表　
・２００３( 平成１５) 年２月　  「大綱」及び１５年度計画」 確定・公表
・２００３( 平成１５) 秋　　　  「アクションプラン」( 平成１６～１８年度の
実施
　　　　　　　　　　　　　計画 ) の 確定・公表

この段階では、具体的な内容がなくマスコミの反応もなかった。
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２００２( 平成１４) 年１０月２２日 ( 火 ) 　　金子保副理事長、中田市長を訪問。
港北ＮＴ担当課長 ( 前日連絡あり )：２２日に金子保氏が市長と面会する　　　　
予定になっているが用件はなにか。
常務理事：金子保副理事長から聞いていないので分からない。
当日の面談概要は下記のようであった ( 市ＮＴ担当メモ )。

財団の解散には言及していない。この段階では市長も金子保氏も「財団の解
散対象」は知らなかったのでは無いかと思われる。しかし、１１月の横浜市
大綱素案の公表には具体名がだされるので市ＮＴ担当が関係者に対し慌ただ
しく働き出した。

２００２( 平成１４) 年１０月２８日
市ＮＴ担当課長から ( 財 ) 対策協会理事長 ( 都筑区長 ) へ解散説明予定と市Ｎ
Ｔ担当課資料に記載されている。しかし、実際に行ったのは、後日、市文書
で分かったが２００３( 平成１５) １２月２日であった。

２００２( 平成１４) 年１１月１日
私も情報を得ていながら報告しないのも怠慢と思い金子保副理事長へ状況報
告をした。

　　＊鈴木常務理事
前記４月初旬の担当課長からの連絡内容ついてを話し、( 財 ) 対策協会の目的
と解散について下記の私見を述べた。
１) まちづくりの推進はこれからも続けるべきと思う。
２) 用地先買協力者への支援対策は終えたと思う ( 金子保氏激怒 )。
３) 解散は理事会の議決が必要だが今の理事構成では可決の数を満たすことは　
　 出来ない。
・解散には理事の４分の３以上 ( ８人 ) の同意が必要。
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・理事定員１０人の内　地元６人、横浜市側３人、公団側１人。
　　＊金子保副理事長　

それなら放っておけ、横浜市は勝手に手を引けばいい、地元だけでやる、お
前はどっちだ。

　　＊鈴木常務理事
一瞬何のことか、？？？と思ったが、地元につくか反対かを問われたわけで
す。元々財団設立は、用地先買協力者の本意では無く、横浜市の意向で設立
したもので、市の都合で解散というのは少し強引だと思っていた。遡れば、
財団に着任した私の歓迎会の席上で金子保氏からどうせ一時の腰掛けだろう
等、「役人」批判を役人を代表するような形で言われ、少々熱くなり、「ここ
に来た日からここの者だと思っています。出て行けと云われるまで居ますよ」
と、冗談ぽくではあるが返しました。今考えても冷や汗ものでした。そんな
いきさつが有り、私も常に地元本意に考えるようにしていたので、お前はどっ
ちだと問われ、「協会は存続させるべきです。」と答えていた。しかし、当財
団が財団法人で存続できる財政状態ではなく、この際と意見具申をした。

　　＊鈴木常務理事
・基本財産の取り崩しが出来ない財団法人形式では運営維持できない。
・基本財産運用利息は全く望めない。収入は無い。
・公団が用地先買協力者にと負担した基本財産を有効活用できる組織に変え

た方がよい。横浜市の解散要望を受け入れ、まちづくり事業、資産を引き
継ぐ新たな公益法人を用地先買協力者主体で設置する。NPO 法人にするの
はどうか (NPO 法人の大まかな説明 )。

　　＊金子保副理事長
しばし、無言・・・。

　　＊鈴木常務理事　　検討してみますか。
　　＊金子保副理事長　検討し、進めろ。
　　＊鈴木常務理事　　非公式に解散の条件として横浜市へ伝えます。

事実上、ここで NPO 法人へ移行が内定したと言える。

２００２( 平成１４) 年１１月６日  
 ( 財 ) 対策協会の解散が１１月２１日に新聞発表されることとなり急遽市ＮＴ
担当が解散に向けた取り組みを金子保副理事長へ説明。
金子保副理事長は「横浜市は勝手に手を引けばよい、地元だけでやる」と回
答したと、市ＮＴ担当から連絡を受ける。
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２００２( 平成１４) 年１１月２０日 
　横浜市は行政運営指針「新時代行政プラン」大綱素案を新聞発表。

翌日の新聞記事が概要を報じてい
ます。いつの時代でも新執政者は大
政策を建ててる。そして執政者は直
ぐに変わる。検証は行われない。マ
スコミも忘れる。

２００３( 平成１５) 年１０月に冊
子として公表。
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２００３( 平成１５) 年３月１０日　　第８１回理事会
市ＮＴ担当要望により協会のあり方について、第三者機関による調査検討決
定。地元は NPO 法人への移行を決めているが、市側が第三者機関による調査
検討を経た上で結論を出したいと主張したためである。地元が解散の意思表
示をしているのに今更、あり方を調査検討するというのは無駄も甚だしい。
形式的な調査報告に終わっている。

２００３( 平成１５) 年３月２４日　　第８１回理事会議事録
福祉予算が付き、まちづくり館の大部分を横浜市へ賃貸すること及びそれに
伴う横浜市福祉局の要望によるまちづくり館大改修を決定。
＊施設の整備は４月から６月にかけて基礎設計・実施設計を行い、７月に工

事着工、１２月に竣工。直ちに開館予定。
＊施設賃貸契約日時  ２００３( 平成１５) 年１２月１日予定。

エレベーター及び空調等の整備費用の協会負担分は基本財産を取り崩す必要
があり、神奈川県の認証が必要で県と協議開始する。
＊県の方針                
 ・基本財産は財団法人の存続する基礎でそれを取り崩すことは認めていない。

解散の方針を理事会で決議すれば解散前でも基本財産の取り崩しは認可す
る。

＊ ( 財 ) 対策協会を解散し新法人へ移行するなら前もって新法人を設立してお
く必要がある。

以降、施設改修工事、新法人設立手続き、( 財 ) 対策協会の解散手続きと業務
が重なり、と大変な思いをした。

                             
２００３( 平成１５) 年４月２３日　　第４９回事業促進協議会議事録

NPO 法人へ移行することを確認。議題の協会のあり方については、その資料
が横浜市主導で作成されたものであり、地元理事は新法人は地元の考えで運
営すると決めていたので内容の議論はせず聞き流していた。

　　第４章  資料３  P193　第４９回事業促進協議会議事録  まちづくり組織のあり方

２００３( 平成１５) ５月２７日　　市ＮＴ担当から文書通達
　４月２３日の事業促進協議会で市の考えは説明したのでその方針で行きま
すと言わんばかりに早速に＊文書が送られてきた。　
市ＮＴ担当は ( 財 ) 生活対策協会解散の議決が得られない状況を踏まえ、用地
先買協力者の意向に沿った方針を決定したようである。
　財産処理案は、地元に伝えられないと回答。そもそも財団の基本財産は公
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団が用地先買協力者に対し「用地買収協力者等の生活再建事業等」として負
担した ( 第１章１９８１年１月２３日市と公団の覚書 )。市負担分ではない。
市がとやかくいう筋のものではなく、新法人に委ねるべきものであり、地元
も当然と考えている。また、「協会が蓄積した成果を区内団体へ寄付する」と
有るが蓄積した成果 ( 現金 ) など無い。有ればまちづくり館の大改修費６千万
円を基本財産を取り崩して捻出する必要が無かったし、リスクの有る外国債
の運用などしない。従って、「記念事業に使う」余分な金は無い。現行の低金
利な債券運用で新法人の運営が困難なのは自明である。今後の役割について
も過大な事がかかれている。
　市ＮＴ担当は「基本財産」を早期に使い切るようにとこの後も新法人の定
款内容について関与してくる。
↓＊送付文書
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２００３( 平成１５) 年５月３０日　　第８２回理事会
第５号議案で新法人への移行すること及び、解散日については別途理事会で
諮ることを承認。               
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＃２００３( 平成１５) ６月２０日　中央地区土地区画整理事業 ( 以下中央地区 ) 工事中

         中央地区は港北ＮＴ事業とは別事業です。

２００３( 平成１５) 年９月４日　横浜市要望のまちづくり館の大改修始まる

２Ｆ財団の新事務所の改修

財団の事務所は１Ｆだったが、横浜市
がそこを使いたいということで２Ｆに
移動することになった。

２００３( 平成１５) ９月９日 ２００３( 平成１５) ９月３０日

エレベーター基礎作りのためコンクリート床の破壊、粉末で館内が真っ白に
なり清掃が大変であった。
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２００３( 平成１５) 年１０月２日　　１Ｆ横浜市新事務所とその奥和室の改修

市が、和室を取り壊し従来の事務所と一体利用するため

２００３( 平成１５) 年９月１０日　財団の備品を１Ｆホールに暫定保管

２００３( 平成１５) 年９月３０日　エレベーター基礎鉄骨
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横浜市のバリアフリー施策推進のため市
福祉局が施工した

２００３( 平成１５) 年１０月２４日
　　エレベーター鉄骨組み立て完了　　　　

　まちづくり館正面　手すり工事
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２００３( 平成１５) 年１０月２８日 ( 火 )　　第５０回事業促進協議会
＊新法人の設立趣意書、定款 ( 法人名 ) 案を承認
＊新法人名を港北ニュータウン記念協会とする。
＊まちづくり館の大改修費は概算６，３００万円｡

２００３( 平成１５) 年１１月２７日 ( 木 )　　第５１回事業促進協議会　
＊新 NPO 法人の事業内容方針案を承認。
＊新 NPO 法人への参加は各地元団体で協議し決定する。
＊地元団体の総会で常務理事が新法人設立経緯の説明をする。
＊新法人設立申請は来年３月予定。
＊新法人の役員数は運営を公平、効率的、円滑及び客観性を留意し次のよう

にする｡
･ 理事は８人､ 監事２人､ 理事の内、学識経験者１人、実務経験者１人
 ･ 社員は１０人程度で｡ 原則､ 理事及び監事が社員となる｡
 ･ 社員加入金として１人１０万円､ 会費は無し｡

　　　　　　
２００３( 平成１５) 年１２月１７日　　中川地区同志会臨時総会

新法人へ参加決定。

２００３( 平成１５) 年１２月１５日　　港北ニュータウン互助会臨時役員会
新法人へ不参加を決定。
新法人への参加、不参加は、港北ＮＴ事業に関わる温度差と思われる。

２００３( 平成１５) 年１２月１日
横浜市と ( 財 ) 生活対策協会とで建物の暫定賃貸借契約を締結。

互助会と比較すると中川
地区の会員は、自己所有
の土地全部が港北ＮＴ事
業区域内のものが多く、
港北ＮＴ事業を当初から
積極に推進してきた。
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２００３( 平成１５) 年１２月１日　
市ＮＴ担当が都筑区長 ( 財団理事長 ) へ ( 財 ) 対策協会の解散等を報告。
その中で財団の全資産を新法人への譲渡に反対の表明がある。隣接区 ( 都筑区
はこの区の一部であった ) の市会議員は「生対協の財産は都筑区民、港北ニュー
タウン事業に参加したすべての方の財産」という認識を持っていると報告し
ている。市ＮＴ担当の表現が適切でないのかもしれないが、公益法人の財産
は誰のものかと言えばその団体のものであり、公益のために使うもので有る。
その意味では財団法人も NPO 法人も同じで有る。同じ公益目的を持つ法人へ
財産譲渡するのに何の問題も無い。元々、この資産が用地先買協力者の支援
のために公団が支出しているので誰のための資産かと言えば、用地先買協力
者は自分達の資産と思っている。しかし、法律的には ( 財 ) 対策協会のもので
あり、公益のために使用することが定められている。しかし、この異論のた
めか、新法人の定めた定款や事業内容について市ＮＴ担当からの熱心な？関
与が続く。
後日、市ＮＴ担当から理解を得られない市会議員がいると聞き地元代表が説
明に行くと申し出たが実現しなかった。理由は不明。

２００４( 平成１６) １月２３日　
事前説明もなく、( 財 ) 対策協会残余財産に関し、市ＮＴ担当から横浜市上層
部への＊報告書が送付される。横浜市はこう考えているのでよろしくという
圧力と受け止めた。
 報告書は次のように記している。
＊１ 新 NPO 法人は ( 財 ) 対策協会の生活再建関連事業にかえて港北ニュータ

ウン地域における他の多くの市民活動団体 ( 対象約３００団体 ) を支援
する新たな事業を展開します。

＊２ 港北ニュータウンのまちづくりは ( 土地利用 ) が進むには、今後１０年
間ほどは要すると思われる。従って NPO 法人も１０年以上存続すること
が求められており，その活動費は財団の残余財産の現金額になる。

　　地元のまちづくりの考えなど全く考えておらず、地元は拒否反応だけ。
金子保氏流に言えば、「横浜市は勝手に考えればいい、地元は地元の考え
方で新法人を運営する。」

　　↓＊報告書
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＊報告書

注　残余財産のうちその他財産の１億６千万円の金額の根拠が不明。



121

第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

２００４( 平成１６) 年３月２６日　　第８４回理事会　
特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会に関し以下を承認。
＊設立趣旨、定款
＊中川地区同志会は参加、港北ニュータウン互助会は不参加。
＊設立総会は平成１６年３月３０日
＊理事監事全員が社員となり、加入金一人　１０万円
＊設立認可申請は平成 １６年４月から５月に提出予定
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趣旨書の最後４行は市ＮＴ担当の強い要請によるもので追加。
同趣旨は趣旨書中「現在求められている・・・支援する組織の存在です。」と
記載されており、趣旨書起草者としては、今でも納得がいかない。
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( 抜粋 )

設立趣旨書に追加した他団体支援助成を根拠に、定款の事業に位置づけ　　　　
た。市ＮＴ担当は新法人の資産となる財団の基本財産を他団体への支援助　　　　
成に使わせるためである。
市は新法人は１０年保てば良いとの判断である。地元意向とは全くかけ離れ
ている。しかも、新法人の将来の施設の修繕費、維持管理費、人件費等々考
えておらず安易な概算で新法人の運営が出来るわけがない。従って他団体へ
の支援助成助成について大々的に表記すべきでないと主張した。しかし、市
ＮＴ担当は、対外的にこのような表記がないと全資産を新法人へ引き継ぐ説
明がつかないと譲らない。財団がまだ横浜市の外郭団体である以上市の主張
を無視できず、そこで NPO 法人の認証所管の神奈川県へ照会したところ、「定
款に記載されている事業全部を直ちに実施しなければ成らないと言うことで
はない。」と回答をもらった。直ちに地元代表と協議した。「ゴタゴタしても
仕方ない、早く設立して発足すれば横浜市は関係ない地元が主体的に考えた
事業実施すれば良い。」かくして、市ＮＴ担当の主張追加の定款が作成された。
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２００４( 平成１６) 年４月１日
市福祉局 ( 以降福祉局 ) と財団とで建物 ( まちづくり館 ) 賃貸借契約を締結
当賃貸借契約は特殊な事項を盛り込んである。
福祉局が当施設を福祉施設として使用するため大改修を必要とした。その費
用を ( 財 ) 対策協会に求め、同局が長期に使用し、将来発生する建物の維持管
理について応分の負担をする条件で改修費約６千万円を負担した。その同局
の応分の負担を賃貸借契約契約に盛り込んだ。
その内容が、賃貸部分に加え共用部分も含めた①小破修繕費、その他維持管
理費②施設の修繕改修費の同局負担である。後年この件に関し福祉局と大い
に揉めることとなる。契約については第５章で記述する。

２００４( 平成１６) 年６月１２日　　神奈川新聞の特集記事                            

記事内容を若干補足する。
＊市が「共同のルールづくり行う」等とあるが、当協会は関知せず。
＊財産運用は金利ゼロ政策下で、横浜市の支援もなくやむを得ない運             

用で有り、国の指導範囲内での運用。
＊外国債の運用は市当事者も含め協議、機関決定している。
＊アルゼンチン債は、後日、全額保証され戻った。
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２００４( 平成１６) 年９月２９日
　　　　　　　　　　特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会設立認証

２００４( 平成１６) 年８月１１日　　会議室テーブル１０人用作成

理事会は理事、監事で１０人の席が必要、間に合わせに既存の８人用テーブ
ルの上にパネルを繫ぎ間に合わせた台を作り広げた。テーブルに寄りかから
ないように使い、２０年余経過したが、まだ使っている。
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２００４( 平成１６) 年１０月５日
　　　　　　　特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会　法人設立登記完了 

( 特 ) 記念協会の事業実施は２００５( 平成１７) ４月１日から。

２００５( 平成１７) 年１月２８日　緊急理事会
アルゼンチン外国債の継続保有決定
２００１年１２月にアルゼンチンは財政破綻し、債務不履行なっていたが、
アルゼンチン政府はその債権と新しく発行する債権と交換することを解決策
として提示した。新しい債権は利率を下げ、償還期限を長期延期するもので
あった。当協会としてその提案を受け入れるか否かを早急に決定するため緊
急理事会を開催し、受け入れることとした。
以下に議事録原稿を記載する。当時の状況が分かる。
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２００５( 平成１７) 年３月２２日　　
神奈川県知事宛解散及び残余財産処分許可承認申請書提出

申請書と同じ書式を整え
た事前協議書を３月初め
に提出済み。

２００５( 平成１７) 年２月１８日　　不審者浸入

資料室の窓ガラスを割り浸入、ガラス壁、和室前の大型カラス戸を破損、警
備会社、警察により本人の家族が判明し、補修費を弁償してもらった。

２００５( 平成１７) ２月２３日　第１４回評議員会
２００５( 平成１７) ２月２４日　第８７回理事会

新法人への事業譲渡、財産の無償譲渡、解散及び残余財産の処分の議決。
なお、清算人及び代表清算人の選任は理事会で議決。
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２００５( 平成１７) 年３月２７日
港北ニュータウン茅ヶ崎町同志会記念碑除幕式が行われた。
金子保氏が記念碑の建設を用意周到に進めていることに驚きました。
記念碑の見積もりを取ったのが、( 財 ) 対策協会がまちづくり館を取得した直
後であり、発注したのが ( 特 ) 記念協会の設立直後です。

　　記念碑の表書きについて
平成１６年１月頃、金子保氏がふらりと事務所に立ち寄られ、記念碑を建て
ることになり、その表書きの言葉を考えている。何かよい資料はないかとの
こと。急に言われても直ぐには思いつきません。探しておきますと申し上げ
て帰っていただきました。しかし、協会にある資料を当たってもこれはとい
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うようなものが見つかりません。さて困ったなと２、３日考えていましたが、
金子保氏が港北ＮＴ事業を語るとき「まちづくりは百年の計だ、良き道たど
れば、良き里ありだ」と口癖のように熱く語っていたことを思い出し、これ
だと思いました。そこで下記のメモを自宅へ届けました。その時の反応はあ
りませんでしたが、後日金子三千男氏からこの言葉を碑に刻むことになった
と聞きました。

発祥の地とは、少し大げさかと思いましたが、この地で初めて茅ヶ崎町同志
会の人々が将来を話し合い開発を進める決意をしたと、金子保氏から聞きま
した。

メモ 写真左下が碑です

裏面表面
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２００５( 平成１７) ３月３１日 
解散及び残余財産処分の承認について ( 通知 )
解散及び残余財産処分承認書

 ２００５( 平成１７) 年　　４月１５日・４月１８日・４月１９日　　解散公告
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( 特 ) 記念協会が設立され、事業も財産全 ( 諸権利 ) も引き継がれ、ここに名
実共に財団法人港北ニュータウン生活対策協会の幕が閉じられた。

２００５( 平成１５) ７月１２日　　第２回清算人会議
清算完了届の提出を議決　神奈川県知事へ７月２０日提出、受領される。

２００５( 平成１７) 年　　清算終了のお知らせ
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第４章　資料１　港北ＮＴ事業推進連絡協議会総会 ( 第１１回－最終 ) 議案書
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第４章　資料２　まちづくり館取得の経緯

１　概要
　まちづくり館は、公団が港北ＮＴ事業のＰＲ館として建設し、その後 ( 財 ) 生活対
策協会が買収し＊、同財団から、( 特 ) 記念協会の所有となった。
( 特 ) 記念協会は事務所以外の部分を横浜市へ福祉施設として貸し出し、子育て世代
から高齢者と多くの区民が利用している。その賃貸料は ( 特 ) 記念協会の運営資金と
なり、港北ＮＴ事業に関わる資料を公開し後世に伝え、まちづくり推進の啓蒙活動
に寄与している。まちづくり館取得は ( 財 ) 生活対策協会の最大の功績とも言える。
しかし、同財団がまちづくり館を買収し、維持管理するには資金難等問題があり、
それを乗り越えた同財団の役員の大英断があった。ここにその経過を追って明らか
にし関係者の労に報いたい。
＊(財 )対策協会がまちづくり館を取得するまでの大まかな流れは下記のようになる。

１) 財団の拠点として独自で、用地を買収し、会館建設を企画するが断念
２) 財団が用地を先行取得し、その用地に公団がＰＲ館を建設。その建物の一部

を協会が事務所として借りる。
３) 協会がまちづく館を買収。

２　まちづくり館に関わる記載事項の時系列調査報告書　 
　調査方法は ( 特 ) 記念協会持っている全ＰＤＦ資料に対し「協会ビル」、「会館建設」、

「事務所」、「まち ( 街 ) づくり館」等の単語検索をかけ関係文書を抽出し、時系列に
整理しまとめた。施設に対する地元の思いがわかる。

１９８５( 昭和６０)年１１月１９日
　第１回事業促進協議会

協議事項
協会が自分で行うものとして、不動産の購入、協
会ビルの建設と記載されている。

１９８６( 昭和６１)年１１月２０日
　第２１回理事会

第１号議案   昭和６１年度上半期事業の執行状況報告
第２号議案   昭和６１年度上半期財務報告

　事務局資料に基づき説明後、質疑に入る。以下
の意見等が出された後、承認。
・田丸理事より、協会の事務所建設はこの際借金を

しても早期建設すべきではないか。
・金子保理事より、純農家の生活再建は出遅れてい

て、これからが本番だと思う。そこで田丸理事
が言うように、生活再建のよりどころとなる生
対協ビルの建設は早期に実現したい。
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１９８７( 昭和６２)年５月１９日
　第２３回理事会

第１号議案　昭和６１年度上半期事業報告並びに収
支決算承認

　説明後の質疑　協会の今後の事業運営のあり方
と、会館建設について質疑があった。

　７月２８日
　第６回事業促進協議会
　すべて手書き

生活対策協会ビルの建設について ( 添付資料　ビル
平面図 )

金子座長…生活対策協会で次回について検討して
ほしい。

常務………役員協議会で審議し理事会の承認を得
て整理する。

金子座長…生対協ビル建設について当協議会にお
いて意見を。( 対外的には発表を差し控
える )

　　　　　当分協議会委員の意見を聞かせていた
だきたい。

常務………提案内容の説明。用地は決まっていな
い。積算については試算も出ていない。
予算未定。

田丸委員…公、市、地権者全部が使用する共同ビ
ルとしての位置づけを第一に本件は推
進すべきではないか。

・三者共同ビル　生対協ビル ( 共同使用 )
　　秋より６２年内までに素案を。
・土地の分譲価格について
　　大久保委員…特別分譲価格
　　青木委員……理事で交渉すべきではないか
・公団に対する要件を整理する。
・地権者の全面協力を要請 ( 具体的に )
・原点に立って無償でスタート ( 座長 )
・最悪の場合　公→市に対する分譲価格で

　８月２１日
　第７回役員協議会

協会ビル建設について
　事務局より７月２８日開催の事業促進協議会で
の審議内について報告。

役員討議
　ニュータウン事業に協力した地権者の中心にな
るような生対協ビルの建設を促進する。内容の検
討については各地区の代表委員の人選。経営、採
算については市の指導によりしかるべき機関に依
頼して試算する。時期をみて代表委員で公団との
交渉を開始する。
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１９８８( 昭和６３)年３月１６日
　第２６回理事会

第３号議案　会館建設について
　生活対策協会会館建設委員会の金子保座長より
昭和６２年９月２８日第１回委員会、同年１１月
４日の住宅・都市整備公団港北開発局長委員会の
経過を報告。今後も会館建設に向かって協議を進
めることで了承された。
 土地利用指導ビル経営に関する調査 ３，５００，０００円

　５月１８日
　第２７回理事会

会館建設委員会　２回開催
土地利用指導　ビル経営調査費
会館建設の事業化に関する調査
　「会館建設の事業化に関する調査」
　　委託　日本不動産研究所  １，５００，０００円

　８月２９日～３０日
　第７回役員協議会

会館建設の報告
金子委員長…概要報告
常務…「会館建設の事業化に関する報告書」内容説明

委員意見
・今後の運営については公団と限界まで調整をは

かってゆく旨強調。完成時期の延びた分、それ
に伴う地価高騰を公団は負担すべきではないか。
せめて公団には赤字を出さないようにし、最低
４６０㎡地元が使用できるようにお願いしたい。
公団には組織上問題がある。

・６階より７階で検討 ( 自助努力が必要 )。
・この会館建設については “ 枠外 ” で公団は考えて

ほしい。
・駐車場用地の確保が絶対必要。
・区役所の計画では駐車場についてどう考えている

のか。
・容積率で９階までいける筈であるから、そのため

の計算をしてみるのではないか。
・地権者は５５年で約束を公団に対して果たしてい

るので、公団も生対協は “ 独立採算 ” がとれる
ようにお願いしたい。

・これからもさらにつめてほしい
・生対協事務局は「何年したら黒字」になるか試算

して公団と交渉したらどうか。階数と駐車場の
問題を含めて。

( 添付資料 　日本不動産研究所「会館建設の事業
化に関する調査」)



166

１９８９( 平成元 )年５月２９日
  第３１回理事会

役員協議会
昭和６３年８月２９日～３０日　会館建設中間報
告

会館建設委員会　昭和６３年８月１１日
会館建設の事業化に関する調査報告
会館建設の事業化に関する協議 ( 公団 )

生活再建対策事業
ビル経営に関する調査 ( 財政対策調査・分析 )
金利低下による経済情勢の変化を鑑み、協会の財
政対策 に関する調査・分析を行った。
委託　日本不動産研究所　１，５００，０００円

 　８月３０日～３１日
    第８回役員協議会

会館建設委員会報告
　平成元年８月１８日開催された第４回委員会に
おける会館事業の事業化に関する協議事項と内容
について、同委員会　金子座長より経過報告され
た。
　主な報告は、住宅・都市整備公団布施事業部長の、
用地に関する諸状況に関する説明内容であったが、
協会としての今後取り組む事業の一つは地区住民
のための会館建設にあるとの認識にたって委員会
は活動したいと所見が述べられ、報告事項は了承
された。

　１０月３０日
　第３２回理事会

第４号議案　財団の経営見通しについて
　８月開催の役員協議会に、中間報告として概要
を報告したもので、現段階で分析可能な範囲で日
本不動産研究所がまとめた資料「ビル経営に関す
る調査」が配布され、事務局が要点を抽出し説明
した。その要旨は、本調査は地元住民のコミュニ
ティ醸成のために会館建設が強く望まれており、
その具現性に関して座談の財政的見地からの経営
見通しをと関連させ模索するために行った旨が述
べられた後、経営試算の前提条件 ( 諸元 ) について
の説明、続いてモデルケースに関し解説が行われ、
本調査分析の結果から現時点では敷地の環境、事
務所等の需要など不確定部分が多く、現時点で会
館建設の事業計画を立案することは適当でないと
の説明があった。またこの件に関する会館建設委
員会を年度内に開催したいと提案があった。
　議長は第４号議案に関する報告事項を要約、会
館建設のための用地取得については鋭意努力すべ
きであるが、会館建設に関しては更に引き続き研
究の要がある旨を述べ質疑に入った。
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 　金子副理事長より、用地取得については相手方
に対し要求するには時期をみてタイミングよく行
う必要があり、組織的に行動し政治的に活動する
必要があるので３月までに小委員会を設け対処し
たいとの意見が述べられた。
　大久保監事は、財団の経営見通し問題も重要だ
が、土地取得について検討すべきであるとの所見
を述べ、田丸理事は７億８千万円の協会基金と
なった協議の際も決して満足したものではなかっ
たし、今回も公団のペースになっている気がす
る。５６年当時の原点にかえった考え方で検討し
なくてはならない。また今回のように事務局が
調査分析した試算資料は内部に留めおき、外部に
利用されないよう留意されたいと要請があった。　
　菅沼副理事長からは、この報告では財団の経営が
困難との結論であるが、経営が成立つように地権
者の生活再建など協会の目的も考えて、土地取得
について公団と協議すべきである旨の発言があり、
これに関連し金子副理事長が、港北ニュータウン
開発計画に協力した地元が、市および住宅・整備
都市公団の計画施行、整備事業の遅延によって地
権者が被った諸々の事情を考慮してもらったうえ
で、ニュータウン開発事業を記念する意味合いを含
めて、これら地権者のための会館建設問題に取り
組みたいとの趣旨が述べられた。概要以上の発言
があったのち、第４号議案については報告に止め
引き続き会館建設委員会で検討することとなった。　

第４号議案　４　会館建設の事業化について
　昭和６２年度に「会館建設に関する調査」を実
施済であるが、その後の地価高騰に伴う賃料、駐
車場料金の上昇需給動向、建設費など状況の変化
に伴う見直しである。( Ｐ１７)

( １) 経営上の条件
・土地は平成３年度に住都公団より購入 ( ２億円 )
・一部を財団が使用。残りは事務所として賃貸
・建物の利用開始は平成５年
・建物は７階建て ( Ｐ１７)
・経営計画の諸元 ( Ｐ１８)

( ２) 不動産経営の諸元
・初期投資額　２，３２３，１００千円又は２，

４２４，１００千　円
・自己資金割合　２３．３％又は２２．４％
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( ３) 採算性の検討
・会館経営は財団経営とは切離し独立事業として考

える。
・試算結果の概要 ( Ｐ１９)

( ４) まとめ
・センター地区の建設スケジュール、各施設の需給

見通しが不明。
・会館建設敷地の立地条件、道路条件等が具体化さ

れていない。
・事務所賃料、稼働率等は上記２項の条件によって

大巾に変化する。
・自己資金割合も２０％強と少ない ( 一般的には

３０％程度 )。
・経営内容に見通しがついてから具体化すべきであ

る。
・土地区画整理事業の進行
　タウンセンターの熟成がすすむにつれ土地価額

の上昇が予想されるため、早期に土地を取得す
べきである ( Ｐ１９)。

以下Ｐ２０～６７については資料編 (ケース別財務諸表 )

１９９０( 平成２)年３月２９日
　第３３回理事会

会館建設委員会報告
　金子座長より会館建設問題について、その後の
活動状に関し、概要次の報告があった。「会館建設
問題に関し、住宅・都市整備公団港北開発局長を
交えて検討しているが、平成２年度内に会館建設
用地を取得する方向で問題点を詰め、組織を通じ
て対処していきたい。」

　　予算　生活再建対策事業費
　　　　会館建設に関する調査研究費　３，０００，０００円

　５月３０日
　第３４回理事会

会館建設委員会　平成元年８月１８日　１１月３０
日

生活再建対策事業　ビル経営に関する調査
　金利低下による収入減の醸成を考慮し、財団の
経営見通しについて予測分析を行い、その結果を
基にして今後の会館建設計画に関する基本事項に
ついての検討資料を作成した。
  「ビル経営に関する調査 －財団の経営見通しと
　　　　　　　　　会館建設の事業化について－」
　日本不動産研究所　２，９３２，４００円
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

　７月４日
　第３５回理事会

議題その他
会館建設の件　

金子副理事長より会館建設問題について引き続き
検討するよう要望があった。

　１０月２９日
　第３６回理事会

下半期事業計画について
生活再建対策事業　会館建設関係調査

会館建設用地等の懸案問題について検討を継続し、
調査については会館建設委員会にお諮りして実施
いたしたい。

１９９１( 平成３)年３月１８日
　第３９回理事会

　生活再建対策事業のうち、会館建設に関する調査に
ついては、現在、建築部分について日本不動産研究
所に分析・検討を依頼し、３月下旬その資料が提出さ
れる見込みなので、それを持って会館建設委員会に

提出し今後の対策を講じていく予定であり、そのた
めの調査研究費の増額である。

予算　会館建設に関する調査研究 ６，５００，０００円
港北ニュータウン事業の完成を記念し後世に伝え
るとともに、故郷創成の活動拠点とするため会館
建設について具体化するための調査研究を行う。

　５月２７日
　第３８回理事会

決算報告　
　会館建設に係わる事業化の可能性を検討するた
め諸条件を整理し、検討のための基礎資料を作成
した。
　「生対協会館の建設に係る事業化検討調査」
　　委託　日本不動産研究所　２，００１，０８０円

　１１月８日
　第４０回理事会
　議案その他

会館建設問題について　金子副理事長より
　今年度内に会館建設の方向性を見出すべく努力
したい。また今後その具体化に向かって、来年度
以降の計画および予算に関しても検討してもらい
たい。
理事会資料手元説明用に手書き記載

第１号議案　平成３年度上半期事業執行状況
生活再建対策事業費　
　会館建設に関する調査　執行内訳　委員会費用　　
　７／４公団総裁に要望書　８／５開発局と協議
　( 公団から方向の回答得 )
下半期事業報告書　公団の回答を待ちたい



170

１９９２( 平成４)年 )３月２６日
　第４１回理事会

生活再建対策事業　
　会館建設に関しては、用地問題の進展度合いに
あわせて取り組んでいく。

　５月２７日
　第４２回理事会

会館建設委員会　平成３年６月７日
　７月４日、８月５日に会館建設用地の取得につ
いて平成　３年７月４日東京九段の本社に向かい、
全員をもって公団総裁に要望書を提出し、強く会
館建設の意思表示をした。これに対し、公団から
も前向きに検討するとの回答を得た。

　１０月２７日
　第４４回理事会

生活再建対策事業　
　会館建設に関する事業については、会館建設委
員会座長が公団と折衝中であるので、その経過を
見ながら執行する。
　金子副理事長より、財産運用の設定内容からみ
て、来年度に限らず６年度も厳しいと思われるの
で、４年度下期についても事業内容の軽重について

吟味・整理し、必要事業の推進に支障を来たさぬ
よう配慮願いたい。またニュータウン事業の進展、
市の行政庁舎建設に伴って、協会の専用会館建設
は必要不可欠の重要事項である。低金利時代の中
で、如何に対処していくか、支出執行面においても、
これらの事情を反映させた計画の検討を望みたい
との意見が述　べられた。

１９９３( 平成５)年３月２９日
　第４５回理事会

生活再建対策事業　
会館建設に関する事業　予算３，０００，０００円　
　会館用地および建物の取得等に関し、具体化に
向かって公団と詰めの段階に入ったので予算を減
じて、取得に関しての調査費を計上低金利傾向は
５年度も続き、これまでのような資産運用収入は
見込めないので、繰越収支差額金の処理提案は妥
当なものであるとの意見が述べられた。
　金子副理事長および田丸理事は資産運用収入減と
なるので、協会は堅実運営を考えねばならず、出張
事例研修等も必要最低限に抑えることにし、会館問
題に備えてもらいたいとの所見が述べられた。
　ニュータウン事業の完成を記念し後世に伝えると
ともに、新しい故郷づくりの拠点とするための会館
建設に関し具体的問題の調査研究をすすめていく。
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

　５月２７日
　第４６回理事会
       

議案その他
会館建設委員会
　会館建設委員会の金子座長より、会館建設委員
会が協会の会館建設問題に関して住宅・都市整備
公団と折衝し、問題解決に取り組んできたこれま
での経緯が述べられ、続いて平成５年５月１９日
に開催された第１０回会館建設委員会において協
議した事項に関し概要報告があったが、その要旨
はこの度提示された公団の提案内容は、公団の会
館建設に関しては横浜市の理解も得られ、会館用
地取得の書類について市の副申がいただけ、公団、
協会、市の三者で覚書を取り交わすこととなった。
ニュータウンの区画整理事業も完成に近づき、行
政区再編成と新区の発足その他諸般の事情を勘案
して、覚書 ( 案 ) は時期を得た妥当なものと考え
る。概要以上の報告がなされた後、用地および会
館取得に係わる事務的処理等について事務局より
次の概略説明があった将来協会の会館に予定され
る建物は、住宅・都市整備公団のＰＲ館としてこ
の起工式が平成５年５月１ ２日に行われたが、報
告資料にある通り覚書案は内部決裁が得られ次
第、公団、協会、市の三者で調印することにな
る。覚書は平成７年度末に会館用地を協会が取得
するという内容で、建物については平成１２年度
末となっているが、建物取得についてはこれから
協議する旨の年初を別途取り交わしたうえで会館
建設委員会のご協力を得て詰めて行き、よりよい
形で解決策を講じてもらいたいものと考えている。

添付資料
・港北ニュータウン生活対策協会の会館用地に関す

る要望について ( 住宅・都市整備公団港北開発
局長宛平成５年 )

・( 財 ) 港北ニュータウン生活対策協会の会館用地
等の譲渡について ( 副申 )( 平成５年４月３０日
横浜市都市計画局→住宅・都市整備公団港北開
発局宛 )

・財団法人港北ニュータウン生活対策協会の会館に
関する覚書 ( 案 )( 位置図・平面図・立体図面 )

・( 財 ) 港北ニュータウン生活対策協会会館につい
て　( 住宅・都市整備公団港北開発局から平成４
年１２月７日 )
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　１０月２８日
　第４７回理事会

生活再建対策事業
・上半期事業執行状況及び財務報告

　会館建設に関しては、先の第４６回理事会で用
地に関する覚書原案を提示しているが、その線に
そって公団との土地譲渡覚書を７月２２日に締結
した。なお、現段階では会館建設に関する調査委
託計画はないので、予算残額は施設拡充積立金へ
の繰入を予定している。

・下半期事業執行計画
　会館建設に関する調査は、上半期執行状況で報
告した通り調査委託は予定していないので、予算
の残額は施設拡充積立金として積み立て用地取得
費支払いの財源とする。

・その他の事項
　協会の事務所は、現在建設中の住宅・都市整備
公団のＰＲ館内の展示室が協会事務所に予定され、
移転は公団と協議中であるとの報告があった。( 配
置図　１Ｆ平面図 )

１９９４( 平成６)年３月２４日
　第４８回理事会

事業計画並びに収支予算案
生活再建対策事業　会館建設事業
　７年度より会館用地費を支払うことになってい
るが、これに付帯する問題が生じたときの対応と
して予算が計上された。
( 手持ち資料 )
　懸案の会館建設も住宅・都市整備公団と基本的
な合意が成立し、平成７年度より用地費の分割支
払いが開始されるので、本年度はこれを前提にし
た関係事業を行う。

　５月２６日
　第４９回理事会

　会館建設問題は、用地取得について住宅・都市整
備公団と基本的合意に達し、平成７年度より会館用
地費を分割で支払うことになる。

( 手持ち資料 ) 会務報告　
会館建設委員会平成５年５月１９日事業報告
　会館用地取得問題は、住宅・都市整備公団と基
本的合意が成立したので、委員会へ報告するとと
もに会館運営に関する検討段階に入った。
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

　８月２９日
　第５１回理事会

事務所移転
　平成６年９月末日までに明け渡すよう指示が
あったので移転したい旨を諮ったところ承認した。
　移転日　平成６年１０月３日　
　横浜市緑区荏田東四丁目１０番３号
　→行政区再編成により
　　平成６年１１月６日より都筑区へ

　１１月１７日
　第５３回理事会

上半期事業執行状況　
事務所移転通知　案内状　開催通知　切手代など
移転経費事務所披露費を各科目へ拡充する旨提案　
決定

１９９５( 平成７)年３月２９日
　第５３回理事会

( 手持ち資料 )
事業計画  会館事業  住民利用施設運営  ５，３００，０００円

　会館が港北ニュータウンの街づくりの拠点とし
て、地域の人々が支えあっていける地域交流と故
郷創成の場づくりに向かっての基礎づくりに取り
組んでいく。

　５月２３日
　第５４回理事会

( 手持ち資料 )
協会事務所移転　

港北ニュータウン行政サービスセンターより移転。
　新事務所披露　平成６年１０月２１日　
　まちづくり館　ファンホール

事業報告　生活再建対策事業　会館事業
赤字でこの文章の上に ( 手書き )　待望の協会の会
館としての建物が建設されましたので、平成６年
９月末に事務所を移転

添付　会館取得に関する参考資料 ( 手書き )
　ニュータウン建設事業の足跡を集約する記念館
的性格を有する建物が建設され、平成６年９月末
に協会事務所も現在地に移転した。今後は横浜市、
住宅・都市整備公団、生　活対策協会三者の覚書
に基づいてニュータウン関係資料の保存、公開お
よび地域の人々の交流と故郷創成に向かっての街
づくり等の事業推進の拠点づくりに取り組んでい
く。
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　１１月２７日
　第５６回理事会

上半期事業執行状況　施設費
下半期事業計画　

年度末
　第１回土地代５１，０００，０００円
　　　　施設費１，１００，０００円

１９９６( 平成８)年３月２７日
　第５７回理事会

( 手持ち資料 )　
事業計画案
会館事業　住民利用施設運営　

　会館が港北ニュータウンの街づくりの拠点とし
て、地域の人々が支えあって地域交流と故郷創成
の場としての機能をもつための基礎づくりに取り
組んでいく。
添付資料　会館に伴う費用　明細表　　

まちづくり館用地譲渡に伴う生活対策協会の負
担経費

　５月２３日
　　第５８回理事会

( 手持ち資料 ) 事業報告　　会館事業
　まちづくりの拠点、地域の人々の交流とふるさと
創生をはぐくむ場としての会館の取得について取り
組んだ。

用地取得契約締結　平成８年２月１４日
土地代１期分支払い　
　５１，０００，０００円　平成８年３月２９日

　１０月２４日
　　第５９回理事会

( 手持ち資料 )
上半期事業執行状況　固定資産税　施設費
下半期事業計画　第２回土地代  固定資産税  施設費

１９９７( 平成９)年３月１７日
　第６０回理事会

 第２号議案　会館事業費専決処分報告
　会館用地の取得に係る不動産取得税の納付額に
不足を生じ、納付期限の関係で専決処分で執行し
たとの報告があり承認。

( 手持ち資料 )
事業計画案　会館事業　住民利用施設運営

　港北ニュータウンの街づくりの拠点として、地
域の人々が支えあって、地域交流とふるさとづく
りの拠点的機能をもつための基礎となる、会館用
地取得を進める。
　平成７年度からの土地代の支払いも来年度が最
後となり、所有権移転登記も来年４月になる予定
添付資料
・会館に伴う費用  明細表  会館事業費予算検討資料
・土地譲渡契約に付帯する割賦金額について　
・まちづくり館用地譲渡に伴う生活対策協会の負担経費
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　５月３０日
　第６１回理事会

事業報告
会館事業　７３，４８１，０００円
２期分支払い　５２，９４８，０００円　平成９年
３月２５日
　街づくりの拠点として、また地域の人々の交流
とふるさと創成を育む場とての会館取得について
取り組んだ。

添付資料として監事会通知等、その土地譲渡契約書
写し

　７月１日
　第６２回理事会

報告 ( 手書き )
　会館事業のうち、まちづくり館敷地の登録免許税等
の執行について　　６／２５　１０，５６８，６３５
円

１９９８( 平成１０)年３月２４日
　第６５回理事会

事業計画書案
会館事業　住民利用施設運営
　予算７，０００，０００円
　ニュータウンの街づくりの拠点として、３か年
割賦での土地の取得が終了したことから、当該用
地の公租等に充てる。また、共生する地域の人々が、
一層連帯感を深め、地域交流のできるふるさとづ
くりの拠点的機能を推進する。

　５月２８日
　第６６回理事会

事業報告
会館事業　６９，８５０，４３４円
用地取得３期分支払い ５２，９４８，０００円 平成１０年３月
２５日
　街づくりの拠点として、また地域の人々の交流と
ふるさと創成を育む場としての会館用地を取得した

　１０月６日
　第６７回理事会

上半期事業執行状況　
下半期事業計画　固定資産税　施設費

１９９９( 平成１１)年３月１７日
　第６８回理事会

事業報告書案
　会館事業　住民利用施設運営
　予算７，０００，０００円

　５月２６日
　第６６回理事会

事業報告
　会館事業　６，２２８，３５２円　会館用地を取得。

　１１月２４日
　第３８回　事業促進協議会

資料　まちづくり館運営費概算・協会資産状況
要旨　まちづくり館利用による収入を得るために調
　　　査検討を行う
　　　・税減免の調査検討を行う
　　　・まちづくり館施設賃貸の調査を行う



176

２０００( 平成１２) 年２月２８
日
　第３９回事業促進協議会

議題２　
　事業計画の事業名および予算項目名の変更と編
成、情報公開を考慮、わかりやすく簡潔、公益法
人の会計基準に従ったものにする
会館事業費→管理費 ( 固定資産税　賃貸料 )
会館運営準備費用→コミュニティ事業、ふるさと
事業、助成・地域に関する費用等

議題４　その他　
・会館問題について　経過報告

固定資産税減免の問題　
有料で区民・市民に貸し出す部分がある場合
は可能

・公団の建物譲渡時期譲渡時期は予定通り変更でき
ない、　会館利用範囲等備品等については今後検
討するとの話が　課長よりあった。

・民間賃貸について　　
協会役員より交通安全協会に働きかけたが難しい

との報告があった。

　５月２９日
　　第１回評議員会
　　第７３回理事会

評議員会
　まちづくり館について、地域の拠点として区民
等広く使用できるようにとの意見に対して、建物
が当協会の所有になっていないことや、設立の経
緯から今すぐは難しいとの見解が話された。

評議委員会・理事会
事業報告　会館事業　５，９６９，９３７円
街づくりの拠点として、また地域の人々の交流と
ふるさと創成を育む場としての機能を推進した。

２００１( 平成１３)年１月３０日
　第４０回事業促進協議会

議題２　まちづくり館運営
資料　まちづくり館の管理運営
　　　まちづくり館取得に際しての課題

委員発言内容
・現状の空調のランニングコストは高い。
・公団は建物譲渡価格を４，３００万円を３，

５００万円にし５年分割、金利２．８５％と譲歩
している。

・会館の維持がきないのが目に見えている。
・存続が不可能なら地元会員へ賛否をとる。赤字対

策がない ( 基本財産運用収入は先々までの保証
がない ) まちづくり館を存続させる前提での取
得は決められない。更地にし土地を貸し協会の
存続を図ることを検討してみてはどうか。



177

第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

・折角建てた会館だから有効に使うべきだ。
・協会の理事としての責任で対応することだ。
・１２年３月譲渡を延期したらどうか。
・公団も支払い方法についていろいろと好意的に考

えているので、会館の取得にはよい時期である。
・覚書の中で１２年度中が建物の譲渡予定になって

いるので延期はむずかしい。
・公的機関が借りるということはどういうことか。
・非公式ですが市の方で公的な施設として借りると

いう可能性がある。
・公団との対応には良い時期。当時の担当者もいる

から現状の中で解決した方がよい。
・建物購入は良いが今でも赤字だから購入すると

もっと赤字になる。その赤字を地元会員から徴
収することになる。会員には負担をかけられな
い。

・地元に負担をかけることはない。
・地元会員に負担をかけるかを確認し他の委員に報

告。基本財産は取り崩しはできないが土地はそ
の他財産なので処分できる。

・建物を買わないと土地も処分できない。公的な団
体に協会の一部を貸すことが必要、市で積極的
に検討してもらいたい。

・公的なところで借りてもらうのが良い。
・具体的に検討してよいか　実現まで３～４年はか

かると思われる。
・議題２に関し２月２２日に再度協議会を開催しそ

の席上で市の考え方を説明してもらい再度協議
する。

　２月２２日
　第４１回事業促進協議会

議題２　まちづくり館運営
資料　まちづくり館の管理運営
　　　まちづくり館取得に際しての課題など

委員発言内容
・資料に基づき、福祉保健活動拠点の施設概要、建

設時期について市の考え方等の説明と「地域冷
暖房」についての検討が必要なのではないか。

・地域冷暖房コストダウンについて、クリーンな地
球にやさしい冷暖房なので需要が多ければコス
トも下がるのでは。年間の使用料金のうち基本
料金はどれくらいか。

・建物の大きさなどにより決められる。基準は国の
認可になっているので下げられない。
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・時代に合ったものに変えていかなければ仕方がな
い。「地域冷暖房」を使用しないこともやむを得
ない。

・遅くとも２０１０年までには都筑区も福祉保健活
動の拠点が設置される予定ということだが予算
の順位からすぐにとはいかないのだから建物の
取得はもう少しのばしてもらったらどうか。

・当時の話し合いを崩すことは難しい。土地と建物
はセットなので一緒にお願いしたい。

・当時の財政と現状はだいぶ違う。( 金利５％の時
代と )

・ニュータウンの工事の時期の遅れも原因。当初の
予測とは違い市場価格との差がありすぎて現在
は結果的に熱供給が高いものとなってしまった。
これから先いい時期もあるとおもうのでそれま
で、良い街づくりを維持するために策を講じて
なんとかまちづくり館を地元の炎として残した
い。

・協会は財団法人ではなく、社会福祉法人として事
業を行ったら、違った事業展開ができ減税もあ
るのではないか。

・財団法人が福祉事業をできるかは調査をしてみな
ければわからない。

・そんなことをしたら「ひさしを貸して母屋とられ
る」になる。

・両立はできない。生対協の主体性がなくなる。
・福祉づくりとの共存、一部分の福祉協力はよい。
・ふれあいの丘の焼却場は実際に協力した住民は利

用していない。
・都筑区役所のスペースは広いからあえて急いで福

祉保健の施設を借りなくても良いのではないか。
・建物を買わないとどうなるか。
・土地は買ったものだから返さない。当時の約束は

約束でも今の現状では、無い袖は振れない ( 金
利の低下 ) 公団に建物の取得を延期してもらえ
ないか。

・ニュータウンの工事も平成８年に延びた。公団も
約束を守っていない。４号線だってずっと予定
が延びている。

・公団は３回約束を破っている。１回ぐらい建物の
取得を延期してほしい。

・公団も譲り合ってほしい。
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・今年度の建物の取得については延期して欲しい
旨、公団へ返事をします。なお、福祉拠点とし
て市へ貸すことはどうか。

・財政事情が好転するまで建物は買えないのではな
いか。また横浜市の考え方は進めてほしい。

・福祉施設の話を進めます。
・建物取得は延期ということで公団と話すことを確

認。
　　( 委員全員同意 )

　３月２９日
　第３回評議員会
　第７５回理事会

議事その他
議案その他

まちづくり館について
　１２年度中の買い取りについては、無理。引き
続いて事業促進協議会の中で検討し公団と折衝し
ていく。

事業計画
 コミュニティ事業 地域振興事業３，０００，０００円

　「まちづくり館」を有効に活用し更に収益を得る
為の調査研究検討をすると共にまちづくり館での
交流のあり方等についても検討する。

　４月１９日
　事業促進協議会

議題１　まちづくり館買い取りについて
・会館取得の延期を公団へ申し入れたが、公団も懸

案事項であり、諸事情から早期の譲渡が不可欠
であり、地域支社課長が本日の会議に出席し直
接委員へ事情説明をし理解を求めたい旨申し出
があることを説明。委員了解。

・協定に基づき処理することを求められており、予
算措置等もない、また協会の財政事情も考慮した
価格、年賦についての再提案をさせてもらった。

・公団もそこまで、配慮してくれて、これ以上言え
ない。

・協定締結時から金利状況が激変した。苦しいけれ
ど約束は守り、ニュータウン事業の仕上げとも
言うべき「まちづくり館」を取得し守っていか
なければならない。

・この際、買うしかない。
・取得していくという方針を確認いたします。なお

正式には５月の理事会でお諮りします。また手
続きは事務局と公団で協議し進めます。

　・了承。
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議案１関連
・取得となると、課題は空調です。現状では、経費

がかかりすぎて維持できない。１，５００万円で
自前の空調設備を設備するか。暫定で最小限必
要なところ、事務室と会議室に空調を整備する
かの方法があります。但し後者は、全館有効活
用が難しい。借り手がない。

・資産を有効に使うのには整備が必要である。
・自前で整備を進めることを確認いたします。
・了承。

　５月２４日
　第４回評議員会
　第７６回理事会

議事２　まちづくり館の取得について
施設「まちづくり館」取得に関する協定 ( 平成５
年７月２日 ) に基づき下記の条件により取得する。
建物規模構造　９２５平方メートル　鉄骨３階建
て
引渡施設　現況「まちづくり館」
取得金額　３７，２９４，３４０円
( 建物価格 ３３，９３９，９００円 )
償還年数　７年間
金利　　　２．８５％
一時金　　３，３９３，９００円
割賦金額　２，４２１，４６０円

議事３　まちづくり館の空調整備について
整備の基本方針決定。空調整備費用　約１，
５００万円
第２号議案　まちづくり館の取得について

事務局より取得条件等提案の説明、承認。　提
案内容は第４回評議員会議事２に記載。

第３号議案　まちづくり館の空調設備について
事務局より整備費約１，５００万円で空調整備す
る基本方　針の説明、承認。

第４号議案　平成１３年度収支補正予算について
事務局よりまちづくり館取得及び空調整備実施
に伴う平成１３年度収支補正予算案の説明、承
認。

会務報告
事業促進協議会　議題まちづくり館運営等
　平成１３年１月３０日
　平成１３年２月２２日 開催
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　６月１５日
　第４３回　事業促進協議会

議題１( １) まちづくり館の貸し出し条件について
・部分的貸し出しの場合、協会の必要確保部分の考

え方、これは協会のあり方等基本的方針にも関
わることなので役員の意見を確認しておきたい。
例えば、一階展示室は港北ニュータウンがどの
ようにして出来たか、知ってもらうために現在
の展示物を含め確保する。その他には協会事務
所、会議室、資料室が必要。そうなると、相手
方の必要面積が不足してしまう。その場合、増築、
改築が必要であり、場所をお互いが効率的有効
に使用するには、協会が増築部分を使うことも
ある。

・増築等は資金の関係もあるが、広く検討すべきで
ある。

・建物の内部の部屋の増築も検討すべきである。
・設立の経過をきちんと押さえ協会の基本を守ると

言うことが必要であり、そのことを基本として
色々検討してもらいたい。一階の展示ははずせ
ない。

・ご意見を踏まえ可能性を検討していきたい。
議題１( ２) 空調整備について
・空調整備を１３年度予算化しましたが建物の増

築、改築を検討しているので、即工事するのは
控えたい。事務室の暫定空調を整備したい。工
事費や暫定期間を考慮しながら検討していきた
い。

・了解。
議題１( ３) 暫定貸出しについて
・開館全体の空調整備を当分実施しない。部分的一

括貸し出しを検討している。貸し出しのための
職員体制がとれていない。等々の理由で各部屋
の単体貸し出しは、当分控える。個別の要望は
その都度検討し貸し出しする事にしたい。

・了解。

　６月２５日
　第５回評議員会
　第７７回理事会

議事その他
議案その他

　まちづくり館全体の空調整備については、まちづく
り館の部分一括貸し出しを検討の中で、改築、増築の
検討も必要となってきているので、当面整備実施を延
期し、それに伴って事務室のみ空調整備をする。　了承。
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　１０月２９日
　第４４回　事業促進協議会

議題その他　
空調整備について
・空調整備費用を積算した。
　ガスの場合　定価ベース　３，２００万円
　電気の場合　集中１，５００万円 各部屋ごと９００万円

なお、部分一括貸し出しを検討する中で従来の
空調方式を検討しているのでその推移を見て、
相談する。

・了解。
建物部分一括貸し出しの場合の協会事務所等の位
置及びエレベーター設置費用の見積もりについて
・借主が来年度予算要求をするようです。その場合

協会は、２階の資料室を事務室に、その下の展
示室、正面ロビー展示場を使うことになります。
和室は、事務所として改装が必要です。ホール
はそのままの形で使ってもらうように話を進め
ています。

・家賃はどのくらい出すのか。
・予算のことなので何ともいえませんが、当方と

しては固定資産税額７００万円プラス人件費
５００万円は欲しいと言っています。

・協会の主体性を損なうようなことは困る。そうい
う意味で、ホールは我々の事業のシンボルでも
ある。考えてもらいたい。

・検討してみます。
・了解。
・なお、貸し出し先が福祉関連なので、エレベーター

の設置が必要となりますので見積もり等を当建
物を建設した相鉄建設に頼みたい。

・了解。

２００２( 平成１４)年２月２７日
　第４５回事業促進協議会

議題１　協会運営について　　
平成１３年度地域振興事業報告と検討
( １) まちづくり館の有効活用について　以下の報告。

空調整備の設計見積概算額
エレベーター設置の為の設計見積概算額
増築設計見積概算額
福祉施設貸し出しについて　
１４年度予算化は困難従って１５年度まちづくり
館の貸し出しはできない。
・導入時にはそれほど経費的にかかるとは思ってい

なかった。協会みたいなところでは維持が難しい。
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・熱供給方式を止めること、現施設を取り壊すこと
はやむを得ない。

・空調の再整備は、個別方式にし、現施設は取り壊
す、再整備の時期については今後相談します。

・施設有料貸し出しについて課題外の件ですが、収
入を図るということで、現在暫定で、施設の有
料貸し出しを行っており、今後も空調が整備さ
れていなくても利用者があれば貸し出しをして
いきたい。ホールは１日２万円をいただいてい
ます。

・承認。
( ２) まちづくり館での交流のあり方調査について
・委託調査を検討したが、適当な委託先が無く、文

献調査中。まちづくり館全館使用の場合、まち
づくり館一部使用の場合があるが、方向性はま
ちづくり館一部使用のある場合で、港北ニュー
タウン事業資料の展示等を通して交流を図って
いきたい。そこで空調設備等設計見積費用を節
約できたので先行的に展示用ＯＡ機器等を市 ( 補
助事業 ) と相談しながら購入したい。

・承認。

　３月２７日
　第６回評議員会

議題２　事業計画及び予算案
コミュニティ事業　地域振興事業　２，０００，０００円
　「まちづくり館」の有効活用、収益を得る為の調
査検討し、　更に新規事業等を含め協会のあり方
を総合的に検討する。まちづくり館での交流のあ
り方について調査し、また展示公開に向けて港北
ニュータウン事業の資料調査、整備を進め、試験
的実施等を検討する。

審議内容
・固定資産税が高額だが減免はされないのか。
・まちづくり館を市民利用の行政施設と同じような

条件で区民等へ貸し出しをすれば減免対象になる
場合があります。しかし、減免を受けるより、賃
貸料を多く得られる横浜市の福祉施設への貸し出
しを進めていました。ところが、借り主の横浜市
福祉施設の１４年度予算が付きませんでした。引
き続き１５年度に向かって事業を進めていくこと
にしているので協会としてもそれを期待していま
す。その貸し出しの話が駄目になった時点でまち
づくり館の活用と共に減免の検討をしたい。

・承認。
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　３月２８日
    第６回評議員会
　第７８回理事会

議題その他
議案その他

　まちづくり館の福祉施設貸し出しは、１４年度
予算で福祉局の予算が付かず、従ってまちづくり
館の貸し出しはできない、しかし、福祉局では引
き続き１５年度へ向かい予算獲得し事業化したい
意向である、当協会でもそれを期待していきたい。
　熱供給会社の空調施設を撤去し、必要時に再整
備する。
　まちづくり館の福祉施設への貸し出しが決定せ
ず、空調施設も無い為、暫定で貸し出す。ホール
は一日２万円、会議室は２～３０００円。

　５月２７日
　第７回評議員会

事業報告 コミュニティ事業 地域振興事業３，００３，９３７円
　まちづくり館の有効活用のため、施設有料貸し
出し、空調整備・エレベーター設置・増築の調査
設計検討、展示用ＡＶ機器の設置及びまちづくり
館での交流のあり方について調査研究をした。ま
た、地域の文化等諸活動に助成支援し、地域振興
を進めた。

　９月３日
　　第８回評議員会

議題３その他　
まちづくり館賃貸について　貸し付け条件等説明

協会の専有は図面。和室は借り主が改修し事務室に。
ホールの優先利用は３・５・６月 ( ６月のみ２年に
１回 ) に１日単位で１回、更に毎日半日単位で１回。
条件のうちホールの優先利用について借り主の承
諾は困難である。

審議内容
・借り主の利用も考慮しなければならない。
・地権者の意見も大切。
・評議員会としての結論を出さなければならないのか。
・収入を得る為には貸す必要があり、相手の都合も

ある。協会としては必要最小限の利用を確保す
るということで、理事会でよく検討してもらい
たい。

・理事会で検討していく場合、協会の利用が少ない
場合、貸さなくてもよいという決定になるかも
しれない。

・理事会の決定に委ねることに承認。
議題３その他　熱供給施設の撤去について　
工事完了確認書を回覧して報告。
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　９月４日
　第８０回理事会

議案その他　
まちづくり館の賃貸について 貸し付け条件等説明
・協会専有は図面より。貸す和室は借主が改修し事

務室にする。
・ホールの優先利用は３・５・６( ６月のみ２年に

１回)は可能。毎月半日単位で１回の優先利用は、
評議員会終了後の昨日午後５時に都筑区役所か
ら、優先利用は困難との連絡があった。したがっ
て中央地区の区画整理事業の集まり ( 総会や説
明会 ) を現在、公団事務所で行っているが、こ
れらを開催するためホールを使用するのは無理
である。

・ホールは年に２回ないし３回優先利用できればよ
い。中央地区の区画整理事業の集まりは公団事
務所でやればよい。

貸付条件等 ( 要望 )
１　貸付先及び利用目的
　 都筑区社会福祉協議会福祉活動拠点、社協事務所等
２　施設賃貸料　１，２００万円
３　駐車場賃貸料　１０台　１万円／１台
４　ホール優先 ( 権利保留 ) 利用について

１)　ホールとして利用できるようにすること
( ホールを多目的研修室に )

２)　協会利用日　３月５月６月 ( ６月のみ２年
に一回 )　１日単位で１回　毎月半日単位で
１回
協議事項上記優先利用ができない場合の協会
対応

５　協会専有場所　　添付資料　フロア案内

２００３( 平成１５) 年３月２０
日
　第９回評議委員会
　３月２４日第８１回理事会

議案その他
議案その他１

　協会施設を横浜市が福祉施設として借り上げる
福祉予算がつき、貸し出しが決定。エレベーター
及び空調等の整備費用は基本財産を処分し充当す
る必要があり、神奈川県と協議後、補正予算を組む。
次回理事会で諮る。　
　施設の整備、開館予定は４月から６月にかけ
て基礎設計、実施設計を行い、７月に工事着工、
１２月に竣工、開館予定。

　５月２９日
　　第１０回評議員会

第１０回評議員会
第８２回理事会 ( 第４号議案 )
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　５月３０日
　第８２回理事会

　協会施設を福祉施設として貸し付ける為、平成
１５年度の事業計画を変更の提案。それに伴う補正
予算について施設改修費等が未積算の為、次回の理
事会で諮る。基本財産の処分等に伴う神奈川県の指
導により変更する旨を説明。承認。

変更内容
事業計画
　第２項生活向上推進事業の次に下記を追加。

　　３　福祉施設貸付事業　
当協会の施設を福祉施設として貸し付け、福祉
活動を支援し、福祉のまちづくりを推進する。

第１０回評議員会　議題３基本財産の処分
第８２回理事会　　第３号議案　基本財産処分額

　基本財産の処分方針については、平成１４年３
月２８日開催の理事会について承認されています
が、今回は処分額について提案いたします。
処分額　２７０，０００，０００円
処分額充当内訳
　１　アルゼンチン円建債の評価損　１５０，０００，０００円
　２　建物取得費未払い分の一括返済　２７，０００，０００円
　３　施設貸し付けの為の改修費　　　６０，０００，０００円
　４　事業運営費 ( 平成１６年、１７年度分 )３３，０００，０００円

第１０回評議員会　議題その他
第８２回理事会　議案その他

　福祉予算が付き、貸し出しが決定。現在、基本
設計を行っている。施設の整備、開館予定は、４
月から７月にかけて基本設計・実施設計を行い、
８月に工事着工、１２月に竣工、開館の予定。
事業報告　コミュニティ事業　地域振興事業　
　まちづくり館の有効活用のため、施設有料貸し
出し、空調設備・エレベーター設置・増築の調査
検討及び基本設計を行った。

　６月２６日
　第１１回評議員会

第１１回評議員会　議題その他

　６月２７日
　第８３回理事会

第８３回理事会　議案その他　
施設改修　添付資料　建物平面図
・協会及び貸付先の改修箇所等工事概要説明。
・エレベーターは車いすを考慮し、１階は前、２階

は後ろ出入りとする。
・空調整備はガス方式で行う。ランニングコスト、
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　室内機新設不要等の理由により、熱源を電気で
各室個別整備の当初計画を変更。

・スケジュールは８月工事着工、１１月末完成予定。

２００４( 平成１６)年
 　５月２６日
   第１３回評議員会
 　５月２７日
   第８５回理事会

事業報告
コミュニティ事業  地域振興事業  ２，０２９，６０６円

まちづくり館有効活用のため関係団体と協議し、
改修の実施設計及び管理を行った。

まちづくり館改修工事　６４，９６２，００６円
空調整備、エレベーター設置、給湯室及びトイレ
等館内バリアフリー化の改修をした。併せて、漏
水のためまちづくり館全体の外壁防水塗装をした。
なお、平成１５年１２ 月からまちづくり館の一部
を横浜市へ貸し出し、福祉施設 ｢かけはし都筑｣
として、区民多数が利用している。

２００５( 平成１７) 年２月２４
日
　第８７回理事会

第１号議案
事業譲渡並びに事業譲渡に必要な財産の無償譲渡
について
　住民利用施設の貸し付け事業等まちづくり事業
を円滑に継続して移行するため、必要な土地及び
建物等財産を無償譲渡する。残余財産の引き渡し
が解散の法的手続き終了後となり、その時期が６
月頃になる。
　一方事業は新法人において４月１日から実施す
る。その事業運営費及び土地建物の事前使用を可
能にしておくための措置。
　貸借対照表及び財産目録

その他固定資産の土地、建物がゼロになって
いるのは第１号議案より事前譲渡するため資
産から除外。

　５月１９日
　第１回清算人会

議案その他
　特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会
名義となった土地、建物の登記簿謄本を示し、報告。

事業報告
・福祉施設貸し付け管理業務
　当協会の施設を福祉施設として横浜市( 都筑区社

会福祉協議会へ貸し付け、横浜市は都筑区民へ利
用供与している。それに伴う諸管理業務を行った。

・協会解散事務
　土地及び建物を協会解散前に特定非営利活動法人

港北ニュータウン記念協会へ名義変更登記をする。
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上記以外の検索
１「まちづくり館」で検索

　「港北ニュータウン回想　裏の部分をボケる前に記憶を辿って記しておく」( 金
子三千男著 ) の文章中 ( 財 ) 対策協会登録について記述している中に以下のものが
ありました。
　「公団機構改革に先駆け、協会は将来のために公団より「まちづくり館」の土地
建物を取得し、新住民との交流の場として、また社会福祉に貢献しながら運営を
図る。」

２「会館」で検索
１)　港北ニュータウン「ふれあい」第６号 ( 平成３年２月 ) 掲載記事
　「港北ニュータウン生活対策協会副理事長　金子保さん
　ふれあいの場所としての会館の建設、それが今後の課題です。」

　当協会が設立されて、この２月で１０年を経過しました。協会の歴史は、港北
ニュータウン建設事業の歴史なくしては語れません。昭和４０年に、横浜市の６
大事業として発表されたこの計画は、翌４１年から地元説明が始まったのですが、
当時地元は、説明すら全然受け付けないという状態でした。その後、４０％の先
行買取 ( 地区内２００坪以上の土地所有者対象坪当たり買収価格、平均２万円 ) を
前提として、残土地の減歩は平均３５％、昭和５５年度事業概成、店業農家の生
活対策に確約があったので、約３カ年の歳月をかけて地元組織が昼夜会議を重ね、
至難を乗り越えて昭和４５年４月事業化に合意したものであります。この事業の
全地権者の信頼に対して、最大の努力をしていただきたいと思います。
　これからの生活対策協会は、住民の新旧を問わず、人間都市づくりに役立つ大
切な要素を語り合い、信頼が芽生えるような共存の場としての、会館を造る課題
を担っている、といえる。素晴らしい街ができた、立派な人達が住んで下さる、
その素晴らしい街を、どの街より誰もが住みたくなる街にしていくために、ここ
に入る人達と、この街をつくった人達が手を差しのべて、お互いが共存していく。
朝市にしても、買って下さる人々がいて成立つ。そのためにこのニュータウンの
生立ちや、真実を知って、それを語れるようなふれあいの場所としての会館の建設、
これの実現に賭ける考えです。
　いい街ができるということは、街としての器ができたよ、ということではなくて、
そこにいい人が住みついてくれる、緑ゆたかできれいな空気、安らかな休養が人
間活動につながる、そのような生活環境を、次の世代に役立つ都市環境をつくっ
ていくという意味で、ニュータウンが結びつくなら、私どもの喜びは大きいのです。
　１０周年の原点として、時の流れと今後を考える時に、タウンセンター、駅前
センターにしても、２１世紀を展望し、先進社会資本の英知の参加を求めると共
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に、地権者がいい形で住みついて繁栄してもらえるようにさらに努力し、夢のある、
タウンセンター、駅前センターの役割をはたすべく、生活対策協会とふれあいは、
そこに焦点を合わせていくことが大切であると思います。

２)　港北ニュータウン「ふれあい」第１４号 ( 平成８年６月 )。
事務局だより　
　設立より１５年目を迎える財団法人港北ニュータウン生活対策協会は、今年３
月ようやく会館用地の取得にこぎつけた。
　協会が地権者の生活再建を目的に設立された当初から現在までを振り返ってみ
れば、ニュータウン開発という大きな流れのなかで果たしてきた姿が浮かび上がっ
てくる。そしていま、都市機能における基盤整備の完了を迎えるとき、新たなスター
ト地点に立ったといえるかもしれない。
　つまり、街づくりの推進こそ、地権者の生活再建につながるのである。計画人
口３０万人に近づけ、街に賑わいをもたらすことこそ、地権者それぞれの事業が
成り立つ道だからである。協会はそのためにさまざまなメディアをとおして、街
づくりの推進に力をそそいできた。
　本誌「ふれあい」は新旧住民のコミュニケーションを目的に、「パートナー」　　　　
はセンター地区の地権者への水先案内役として、現在７本完成しているビデオは
街のなかで消えていく伝統行事・民族芸能などを保存する目的で制作してきた。
　協会の会館建設は、例えば新宿や渋谷という大都会がかつて田園地帯であり、
その地権者も面影も消えてしまったという、同じ轍を踏まないように、歴史を保
存するために造りたいという願いでもあった。会館は開発に協力してきた地元の
方々の心の拠り所であり、新たに住民になった方々には昔の暮らしや開発の流れ
を知るところでもある。
　このたび、用地取得ができたことは、その目的に向かって一歩前進したことに
なる。そして協会が新旧住民の交流の場としての方向性が一層明確になったとい
える。

３「事務所」で検索
１)　ふれあい１２号　平成６年１０月

＊港北ニュータウン街づくり館　写真・記事
　タウンセンター南に接する丘の上に出現した銀色に輝く建物が、港北ニュータ
ウン街づくり館。この４月にオープンした住宅・都市整備公団港北開発局に隣接
している。
　港北ニュータウンの開発当初から未来の街の展望まで、すべてここに集約され
る、いわば「港北ニュータウンの情報館」ともいえる。１階はニュータウンの過去・
現在・未来を、パネルや模型、写真を使っての展示室と、吹き抜けの百八十席のホー
ル、それに当協会の事務所。２階は図書室と会議室で構成される明るく近代的な
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建物。ニュータウンの街づくりの核になるために、９月には当協会の事務所がこ
こへ移転する。
　都筑区の中心であるタウンセンターづくりや駅前センターづくりと、ニュータ
ウン開発事業の最終段階を迎えている現在、当協会の事務所ができた意義は大き
い。ここが中心になって、地権者の方々には「ニュータウンを造ってよかったと
いう満足感」と新たに移り住まれた方々には、「ここをふるさとと呼べる住みよい
街づくり」のための情報発信や提言が行われる。
　街づくりが、ハードからソフトへとウェイトが移行している今、いよいよ当協
会の活動も、新たな段階を迎えているのだろうか。

＊事務局より
　協会事務所は、勝田、丘のセンター、行政センターと移ってきたが、いよいよ
根をおろして９月に移転。新しい事務所は建築中の区庁舎、消防署、警察署等に
近く、また住宅・都市整備公団港北開発局に隣接した都筑区の中枢の位置にあたる。
銀色に輝き、センター南駅からも近い、目立つ建物だ。皆さんのご来館をお待ち
したい。

＊編集後記
　協会の事務所が移転します。これまで渡り歩いてきましたが、やっと地に足を
つけてニュータウンの核となります。皆さんの協会として、お近くに来られた　
時は気軽にお立ち寄りください。

２)　パートナー　１９９４年秋　ｖｏｌ１０ 地図つき
港北ニュータウン生活対策協会の事務所が移転しました。
( 財 ) 港北ニュータウン生活対策協会は、事務所を下記に移転しました。
電話番号、ＦＡＸ番号とも従来通りで変更はありません。
横浜市緑区荏田東４丁目１０番３号 ( １１月６日より都筑区 )
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

第４章　資料３　第４９回事業促進協議会議事録 まちづくりと組織のあり方
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注　新法人への移行準備事務は委託せず、事務局で行った。
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ

資料　第三者による協会のあり方調査要約
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ
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第４章　( 財 ) 生活対策協会から ( 特 ) 記念協会へ
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第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

２００４( 平成１６) 年１０月５日設立 ( 法人登記 )　　
２００５( 平成１７) 年４月１日から活動。

当協会は、まちづくり推進啓発事業を行っています。また、港北ＮＴ事業の
シンボル的な「まちづくり館」の維持管理も行っています。

１　運営基本方針の確認

定款は理事会主導型の規定になっている。協会の運営は、定款、規則に従い、
公平を基調に運営する、更に下記を確認した。
１)　協会の自主性に基づき、まちづくり推進事業を行う。また、個々の事業は、

作業部会を設置し、検討し実施する。
２)　当協会への移行に際し横浜市がこだわった他の区民活動団体への支援、助

成は、当協会の資金、人材では到底不可能である。
　　従ってばらまき的な助成はせず、規則 ( 要綱 ) を制定し、旧財団時に助成し

ていた団体に限定し、新規には行わないこととした。
３)　協会は主体性を損なうことなく都筑区役所とは協調していく。
　　実践例として、都筑区役所へ当協会の主催するフォトコンテス ( 街並みの

記録を残すため ) の後援を依頼し、都筑区役所は、その入賞作品を広報誌、
記念のカレンダー、ポストカード等に広く利用している。

事業開始まもなくのこと
＊ 当協会理事から当人が参加する活動団体に協会の会議室を使いたいと申入

れが有ったが、業務として会議室の貸出しは行っていないので、 特定の団
体に便宜を図ることは公平性を欠くのでお断りした。大変ご 立腹されたが、
趣旨を理解し以後はそのような申し出はなかった。

＊市から区内の商業振興推進検討会への助成金を求められ、断った。
＊都筑区役所から区の助成が終わった団体への助成を求めら、断った。

２　事業

協会の主事業を紹介します。
１)　横浜市と ( 特 ) 記念協会で１年毎の＊建物賃貸借契約 ( 以下　賃貸契約 )

２００５( 平成１７) 年４月１日
横浜市と旧 ( 財 ) 対策協会との＊賃貸契約を継承する内容で契約。

＊賃貸契約の経過
　　　２００３( 平成１５) 年１２月１日 ( 年度途中契約 )

( 理事会 )
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　　　２００３( 平成１６) 年４月１日　１年毎の＊賃貸契約を締結
＊賃貸契約は特殊な条項を盛り込んである。

市は当建物を福祉施設とするため大改修を必要とした。その費用のうち ( 財 )
生活対策協会は約６千万円を分担した。その代償として市は長期に建物を借
り、将来発生する維持管理費の応分の負担をする 条件の契約とした。その内
容は賃貸部分及び共用分の①施設の修繕費及び②小破修繕費、その他維持管
理費を市が応分の負担をする。しかし、経年経過ともに建物の補修が出始め
ると市は一般的な契約でないので負担がしにくいと言いだし始め、毎年の契
約更新が難航。

２)　資料・事業の来所者への公開
・都筑区の面積の約半分を占める市民参加の港北ＮＴ事業の記録を紹介
・当協会の発足時からの事業を紹介

( １)　準備
当協会の主たる目的は、市民参加を標榜し成し遂げた港北ＮＴ事業という大
事業のまちづくり記録を保存し、公開することにより後世のまちづくり推進
に役立つことです。しかし、当協会の建物は、協会の運営資金のため大半を
横浜市へ賃貸しており、展示場所がありません。
２０００年代に入ると画像のデジタル技術が飛躍的に向上し、フィルムは不
要、何しろ暗室は不用、パソコン ( 以下 PC) があれが事足ります。PC の機能
も良くなり、画像処理のソフトも開発され始めたので、協会のビデオテープ
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第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

資料のデジタル化を始めました。手間はかかりますが、比較的簡単にビデオ
を PC 動画へ変換し再生できました。手順は
①ビデオとアダプターを介して PC と接続する
② PC に動画取込み用のアプリをインストール
③ビデオを再生し、②の動画取込み用のアプリで録画操作する　　
④③で録画したファイルを予め指定した PC のハードディスクのフォルダに保

存する
⑤再生はパソコンの動画再生アプリで行う。
　ビデオ画像のデジタル化をコツコツと始めた。

次に見つけたのが PDF の電子文書です。これは文字、画像等のデーターを紙
に印刷した状態をそのまま保存できるファイルで、どんな環境の PC も同じよ
うに見ることが出来る「電子的な紙」と言われます。
文字も画像もある本１冊全てを PDF 化すると、その本を PC で１ページずつ、
又は飛ばして全部読めます。難は PDF のアプリが高価なことでした。
PDF 化は丁寧な操作や作業量は大変ですが、スキャナーで簡単に出来ました。
これもコツコツと PDF 化を進め、PC を設置した展示コーナーを作り、パンフ
レットを作り、来所すれば資料が閲覧できると広報を始めた。

( ２)　展示コーナー完成　閲覧開始　２０１１( 平成２３) 年７月１１日

( ３)　ホームページ公開   ２０１５( 平成２７) 年７月２４日
PDF 閲覧アプリが無料になり、PC を持ちインターネットが使えれば PDF は無
料で閲覧できるようになった。そこで、協会の PDF 資料をインターネット公
開すべく、ホームページを委託作成し公開した。
２０２２( 令和４) 年３月にホームページの全面リニューアル。

左写真の中央にある地形の模型は壁に立てかけ、PC
と大型のディスプレイを設置、３、４人がコーナー内
で資料を閲覧できるようにした。また、ディスプレイ
を外向きに配置し、右写真の真ん中のカーテンを開け
ると外部からでも、資料の動画等が見れるようにした。
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ホームページの最初画面
①最初の画面↓

＜閲覧方法＞　例示１　
① 最初画面ので                　　　　　    をクリックすると↓
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第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

②の画面になる

②画面の「絵で見る港北ニュータウンものがたり ( 本編 )」を見たい場合
　画面下のブルーの文字をクリックすると。
　本文↓のページに移る。以降、画面をスクロールし順次閲覧。
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閲覧方法　例２
②の画面で「昭和４０年代の地形データ」をクリックすると

下記画面で表示された操作を進める
と開発前の地形と現在の状況が比較
表示される。

開発前 開発前後比較

下記画面へ↓
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第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

別紙で農薬使用禁止等、詳細な管理条件がある。

植樹する桜の種類は造園業者の薦めで神代曙とした。
神代曙 ( ジンダイアケボノ ) は、ソメイヨシノ系の桜で、東京都立神代植物公
園で発見された品種で、花色は淡紅色で一重咲きの中輪、花付きが良く、ソ
メイヨシノよりも花色が濃くグラデーションが目立ち、桜がかかりやすい「て
んぐ巣病」に耐性があるのが特徴です。

３) 記念植樹　２００６( 平成１６) 年２月２０日　桜 ( 神代曙 ) １５本
場所：センター南駅　早渕川親水広場  

中央地区が終了し、センター南と北が連繋されたのを期に、記念植樹を当協
会が行うこととした。

( １)　植樹手続
センター南駅の親水広場は神奈川県の河川管理下であり、河川事務所に申請
したが断られ、県知事へ陳情した。県は、都筑区長に許可し、都筑区長が協
会へ許可する形式なら良いと言うことになった。なんとも手間のかかる事だ
が、協会としては植樹できることが優先であり、その手順に従った。
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( ３)　植樹　　２００６( 平成１８) 年２月２０日          
  

植栽の位置決め

サイン設置

１５本植樹完了

都筑子育て地蔵(堰の元地蔵尊)
桜の品種　よこはまひざくら
金子保氏植樹　記念植樹とは別

造園業者の桜苗木育成林 神代曙  

( ２) 植樹前　親水広場　２００６( 平成１８) 年１月１６日   
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４)　フォトコンテストの開催　入賞作品の展示会　
都筑の風景の変遷を記録として残すため、３年ごと、３回１４年にわ　　　　
たり実施。　

         ２０１０( 平成２２) 年フォトコン都筑の風景写真展 ( 第１回 ) 開催

会場
　都筑区役所１Ｆホール

都筑の風景を記録として残す事業の最初は「写真で見る つづきの景観５０」
で２００８( 平成２０) 年に刊行しています。こちらはフォトコンでは無く区
民の方から都筑の魅力ある風景を写真で推薦してもらい、区民の方に５０カ
所を選んでいただきました。

資料は何れも当協会ホームページ　　　　
( スライド ) でご覧いただけます。

以上協会事業を４つ紹介しましたが、その他の事業はホームページを参照。
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赤色が中央地区でその上
が第１地区、下が第２地
区の港北ＮＴ事業区域こ
の配置図を見ると、何故、
港北ＮＴ事業と同時に実
施しなかったのか疑問に
思い、関係者に聞いても、
それらしき資料も無く分
からなかった。ある折に金子保氏に聞いたところ、「この地域は以前に私が主
導し、土地改良事業を行った地域で年数が経過しないと異なった目的の利用
はできないので同時には出来なかった。」と言うことであった。
・土地改良事業：農地の基盤である土地や水を整備し、農業農村の生活環境を　　
　　　　　　　   整える事業

３　都筑区内の情報　２００５( 平成１７) 年４月～２０２４( 令和６) 年１１月

著者の撮影写真や資料等で少々紹介しましょう。

＃２００５( 平成１７) 年４月２９日     
　　　　　  

センター南スキップ広場区民まつり
のスナップショット

　＃２００５( 平成１７) 年６月２６日　中央地区換地処分公告

開発前 開発後

中央地区位置図
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＃２００５(平成１７)年８月３１日　

地元国会議員の選挙応援に小泉純一
郎元総理 ( ワイシャツ姿で右手を挙
げている ) が来区した時のスナップ

＃２００６( 平成１８) 年３月３１日

中央公園　菜の花畑
菜の花畑の奥には農家風の建
物があり風情があった。
残念ながら今は菜の花は無い。

＃２００６( 平成１８) 年１０月１２日

まちづくり館俯瞰
写真の真ん中の植樹 ( 緑 ) の右よりに有
る円の４分の１の形の小さい灰色の屋根
の建物がまちづくり館。

地域の和太鼓演奏グループ　　　　　

当初、親水広場は名称のご
とく浅瀬になっており、子
供たちが流れの中で遊べる
ようになっていたが危険防
止のため立ち入り禁止に
なった

＃２００７( 平成１９) 年３月１７日　親水広場竣工式典
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＃２００８( 平成２０) 年３月２９日　
市営地下鉄４号線 ( グリーンライン ) 開通を祝う式典開催　北山田駅
同線は２００８( 平成２０) 年３月３０日に開通。同線の開通を港北ＮＴ事業
の最終完成と思っていた地元 ( 港北ＮＴ事業第１地区を主に ) 主催による盛大
な式典が行われた。( 特 ) 記念協会ホームページ参照
１９６７( 昭和４２) 年６月１７日港北ニュータウン開発対策協議会で の飛鳥
田元横浜市長の挨拶の中で「特に港北ニュータウン計画は、高速鉄道計画と
相まって実施する方針であります」と話していた事を記憶している式典参加
者は感慨深いものが有ったようだ。
式典　主催者挨拶

男全実行委員長 金子保名誉会長

　　グリーンライン路線概要  横浜市交通局資料から
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　　グリーンライン工事方法
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　　グリーンライン平面・断面図

横浜市営地下鉄　開業経緯
１９７２( 昭和４７) 年１２月１６日　　　伊勢佐木町～上大岡間
１９７６( 昭和５１) 年９月４日　　　　　伊勢佐木長者町～横浜間、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上大岡～上永谷間
１９８５( 昭和６０) 年３月１４日　　　　横浜～新横浜間、上永谷～舞岡間
１９８７( 昭和６２) 年５月２４日　　　　舞岡～戸塚間
１９９３( 平成５) 年３月１８日　　　　　新横浜～あざみ野間
１９９９( 平成１１) 年８月２９日　　　　戸塚～湘南台間
　　　　　　　　　　  ＊駅名変更　新横浜北駅を北新横浜駅に        
２００６( 平成１８) 年６月１５日
　　　　　　　　　　  ＊名称変更　湘南台～あざみ野間をブルーラインに
　　　　　　　　　　　　　  　　　中山～日吉間をグリーンラインとした。
２００８( 平成２０) 年３月３０日　　　　中山～日吉間



217

第５章　( 特 ) 港北ニュータウン記念協会

＃２００８( 平成２０) 年８月１１日  区民まつり

　センター南駅前広場　俯瞰 

スキップ広場のステージ
出演者の出番待ち

＃２００９( 平成２１) 年４月６日
　　　　　　　　中川八幡山公園
          　
　　　　　　　            　　　花見

＃２００９( 平成２１) 年８月１７日　中田横浜市長　任期２期目途中退任

＃２０１２( 平成２４) 年１月５日　協会前
　

協会前は釜めしやだったが、廃業し
更地になった。
今はスポーツ幼児園になっている。
写真左建物は都筑区役所。
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＃２０１３( 平成２５) 年３月１９日　　親水広場

 園児の花見 子育て地蔵のさくら

＃２０１６( 平成２８) 年３月３１日　親水広場　

ママ友の花見

＃２０１６( 平成２８) 年５月２６日　第３６回理事会

金子保理事長
　名誉会長就任
小島理事
　理事長に互選

久しぶりに理事、監事全
員揃ったので記念写真を
撮る。
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＃２０２２( 令和４) 年１０月１２日　親水広場　桜全景

植樹後１６年、当時造園業者が６年ものを植えたと言っていたので、植樹当
初からのものは２０年以上になる。時が経過する中で、枯れ、植え替えたもの、
生育の悪いもの様々でしたが、ようやっと写真のような状態までになり、お
花見の場として親しまれている。

附記１　２０１２( 平成２４) 年４月１日　
特定非営利活動法人促進法が改正されＮＰＯ法人の所管が神奈川県から横　　　　
浜市へ移管した。

附記２　２０２３( 令和５) 年４月１日　
当協会と横浜市と１０年間の建物賃貸契約が成立
契約内容に係る長年の懸案事項が解決し、当協会にとって十分な内容、収
入とは言えないが長期間の安定が図られることとなった。

附記３　２０２４( 令和６) 年１１月１２日　
定款変更認証通知の交付
長年の懸案であった当協会設立時に横浜市主導で作成された定款を改正し
た。

むすびに
　本書を書き終えるにあたり、新旧法人の功績を私なりに総括しました。

( 財 ) 生活対策協会の功績
まちづくり館とその敷地を取得し ( 特 ) 記念協会へ継承したこと。
・( 特 ) 記念協会は、そのまちづくり館の大部分を横浜市へ貸与し、賃貸料を

当協会の運営資金にしている。
・横浜市は賃借部分を都筑区民の民間福祉活動拠点として活用している。

( 特 ) 記念協会の功績 ( 現時点 )
市民参加を標榜したまちづくりの全容をインターネットを通して、何時でも、
誰でもが知ることが出来るようにしたこと。
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あとがき　

あとがき　

　２０１６年 ( 平成２８年 ) １２月１４日、当協会初代理事長金子保氏逝去。享年
１００歳。港北ニュータウンまちづくりを積極推進した功労者であり、旧 ( 財 ) 対策
協会及びその継承団体である当協会の設立推進者でした。
　旭日単光章を授章され、２０１４年１１月２６日祝賀会が行われました。その祝
賀会の様子が下記のブログで視聴できます。
  　http://blog.uchino-atsushi.com/?eid=1154737
　
   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭日単光章と略綬 ( 左 )

　金子保さん、畏敬と親しみを込めて、さん付けにさせていただきました。
金子保さんは、私なりの表現ですが、褒めて人を育てるリーダーではなく、昔気質
の叱って育てるタイプであったと思います。忖度せず、ずけずけと持論を述べる人
でした。
　また、長年、港北ニュータウン事業を積極推進し、地域のリーダーとして活動し
てこられた重みがあり、周囲の方々が少々近づきがたい存在になっていたように思
われました。
　最初にお合いしたとき、ご自分の息子の年と変わらないと言われ ( ２０才年上 )、
更に役人代表のような形でお説教を頂戴しました。しかし、こういうタイプの方は
信念があってブレないので私は好きでした。時には、恐れながらと私の意見を述べ
させてもらいました。
　仕事の打ち合わせで金子保さん宅へ伺う事が多く、そこでは、まず、近衛兵 ( 昭和
の第２次大戦 ) 時代のご自分の苦労話し、農地改良を実施した話、持論のまちづくり
の話し、「まちづくりは百年の計だ」に始まり、当時の乱開発、交通渋滞解消のため、
計画的なまちづくりが如何に必要かを私に説く、おおよそ３時間ぐらい続きます。お
宅を訪問する度に、細かい内容は異なりますが上記の趣旨のお話が展開されました。
　また、横浜市の旧 ( 財 ) 生活対策協会の解散方針に断固反対し、新法人の地元主体
の運営を主張し、５０年は存続させてくれと熱く話されていました。
　今考えると、当協会を設立、守らせるために、私を洗脳していたのかなとも思い
ます。おかげさまで、当協会も設立２０周年を迎えました。
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　２０１７年 ( 平成２９年 ) １０月
２２日副理事長金子三千男氏逝去。享
年８０歳。金子保さんと苦楽を共にし
た、港北ニュータウンのまちづくりの
若手推進者でした。金子保さんが亡く
なれて１年も経たないことで、次期
のリーダーと期待をしていた私には
ショックでした。
　写真、ゴルフ、水彩画と多趣味な方
でした。ゴルフは神奈川県のシニアで
活躍し、水彩画は始めて間もなくこの
作品で入選しています。もっと描きた
かっただろうと思います。
　使わなくなったゴルフクラブのシャ
フト部分を利用して杖を作り、友人へ
贈っており、私もお願いしたが、君は
まだ杖はいらない、後回しだと言わ
れ、いただき損ないました。杖が必要
となった今、非常に残念です。

　金子保さんは、私の指導者であり金子三千男さんは私の良き相談相手でした。
２５年の長きにわたり、新旧法人の運営を続けられたのも両氏のおかげです。
　( 財 ) 生活対策協会の解散から ( 特 ) 記念協会への変遷に立ち会った者の務めとし　
て、本書を刊行し、金子保氏、金子三千男氏の功績を讃え、謝辞を捧げたく、本書
の執筆に取りかかりましたが遅れに遅れ、現在に至ってしまいました。私の懈怠を
お許しください。

　最後に
ある時、ある人が、都筑のまちは、どうやってできたのだろうかと興味を持ち、
協会のホーページを見つけ、こんな資料があったんだと、お役に立ち、喜んで
いただけたら大変嬉しい。

　　　　　　　２０２５( 令和７) 年１月吉日
　　　　　　　　鈴木兼光
　　　　　　　　　特定非営利活動法人港北ニュータウン記念協会理事長
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